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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１０月２０日（月）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後４時２２分　散会

１．場所

３０１会議室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 水谷　毅  委　　員 三好義治
委　　員 中川嘉彦  委　　員 渡辺慎吾

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
　　市　長　森山一正 　　　副市長　小野吉孝
　　市長公室長　乾　富治　　同室次長　山口　猛
　　秘書課長　池上　彰　　　同課参事　荒井陽子　　
　　政策推進課長　谷内田　修　同課参事　上田和生　
　　人事課長　大橋徹之　　　人権女性政策課長　川西浩司　
　　総務部長　有山　泉　　　同部参事兼市民税課長　和田元伸
　　同部参事兼市史編さん室長　東角泰典
　　総務課長　松方和彦　　　防災管財課長　西川　聡　　財政課長　石原幸一郎　
　　情報政策課長　槙納　縁 同課参事　妹尾紀子　　　　固定資産税課長　中西利之
　　納税課長　岩見賢一郎　　工事検査室長　宮木茂実　　
　　会計管理者兼会計室長　牛渡長子　　
　　選挙管理委員会・監査委員・公平・固定資産評価審査委員会事務局長　井口久和
　　同局次長　山下　聰
　　消防長　熊野　誠　　　　消防本部次長兼消防署長　樋上繁昭
　　消防本部参事兼総務課長　明原　修　　　予防課長　納家浩二
　　警備課長　橋本雅昭　　　警防第１課長　松田俊也　　警防第２課長　萩原秀夫
　　警備課参事兼警防第１課参事　木下正雄　　
　　警備課参事兼警防第２課参事　幸田英基

１．出席した議会事務局職員
事務局長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件
認定第１号　平成２５年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
認定第４号　平成２５年度摂津市財産区財産特別会計歳入歳出決算認定の件
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（午前９時５９分　開会）

○野口博委員長　ただいまから、総務常

任委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　まず最初に、野口委員長、それから水

谷副委員長には、このたびの正副委員長

ご就任おめでとうございます。

　秋の行事等々で何かとお忙しいところ、

委員会を開催いただきまして大変ありが

とうございます。

　本委員会では、平成２５年度の歳入歳

出決算のご審査を賜ります。何とぞ慎重

審査の上、ご認定いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。

　一旦退席をさせていただきます。

○野口博委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名員は、三好委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、まず最初

に認定第１号所管分の審査を行い、次に

認定第４号の審査を行うことにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　有山総務部長。

○有山総務部長　平成２５年度摂津市一

般会計歳入歳出決算のうち、総務部等に

係る部分につきまして、目を追って、主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入ですが、２６ページ、款１

市税、項１市民税、目１個人は、前年度

に比べ０．３％、１，２９８万８，９７

６円の減額となっています。

　目２法人は、前年度に比べ１４．１％、

２億７，４３１万９，２４９円の減額と

なっています。

　項２固定資産税、目１固定資産税は、

前年度に比べ０．４％、３，３９５万５

９５円の増額となっています。

　項３軽自動車税、目１軽自動車税は、

前年度に比べ２％、１７１万５，４４５

円の増額となっています。

　項４市たばこ税、目１市たばこ税は、

前年度に比べ１３．４％、１億９，５０

７万７，２５９円の増額となっています。

　項５都市計画税、目１都市計画税は、

前年度に比べ０．７％、１，１３８万７，

７１７円の増額となっています。

　款２地方譲与税、項１地方揮発油譲与

税、目１地方揮発油譲与税は、前年度に

比べ１．８％、８４万９，０００円の減

額となっています。

　項２自動車重量譲与税、目１自動車重

量譲与税は、前年度に比べ５．５％、６

１０万円の減額となっています。

　２８ページ、款３利子割交付金、項１

利子割交付金、目１利子割交付金は、前

年度に比べ２．４％、１０９万１，００

０円の減額となっています。

　款４配当割交付金、項１配当割交付金、

目１配当割交付金は、前年度に比べ８３．

５％、２，９４４万３，０００円の増額

となっています。

　款５株式等譲渡所得割交付金、項１株

式等譲渡所得割交付金、目１株式等譲渡

所得割交付金は、前年度に比べ１，１２

６．８％、９，１２５万７，０００円の

増額となっています。これは、景気回復

等により株取引が活性化したことによる

ものです。
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　款６地方消費税交付金、項１地方消費

税交付金、目１地方消費税交付金は、前

年度に比べ０．９％、８１８万４，００

０円の減額となっています。

　款７ゴルフ場利用税交付金、項１ゴル

フ場利用税交付金、目１ゴルフ場利用税

交付金は、前年度に比べ１０．６％、１

８万４，８８５円の減額となっています。

　款８自動車取得税交付金、項１自動車

取得税交付金、目１自動車取得税交付金

は、前年度に比べ８．８％、７１０万円

の減額となっています。

　款９地方特例交付金、項１地方特例交

付金、目１地方特例交付金は、前年度に

比べ７．９％、７４２万３，０００円の

減額となっています。

　款１０地方交付税、項１地方交付税、

目１地方交付税は、前年度に比べ２４．

９％、１億７８万７，０００円の増額と

なっています。これは、２億３，５９７

万７，０００円の特別交付税に加え、２

億６，９９８万２，０００円の普通交付

税の交付を受けたことによるものです。

　款１１交通安全対策特別交付金、項１

交通安全対策特別交付金、目１交通安全

対策特別交付金は、前年度に比べ６．３

％、９９万６，０００円の減額となって

います。

　３０ページ、款１３使用料及び手数料、

項１使用料、目１総務使用料は、庁舎施

設等使用料です。

　３２ページ、目５土木使用料は、市営

住宅使用料及び市営住宅用地使用料です。

　３４ページ、項２手数料、目１総務手

数料は、税務諸証明手数料及び税務督促

手数料です。

　３６ページ、目４土木手数料は、自動

車保管場所使用承諾証明手数料です。

　３８ページ、款１４国庫支出金、項２

国庫補助金、目１総務費国庫補助金は、

地域経済活性化・雇用創出臨時交付金で

す。

　目４土木費国庫補助金は、社会資本整

備総合交付金です。

　４０ページ、目６消防費国庫補助金は、

防災情報通信設備整備事業交付金です。

　項３委託金、目１総務費委託金は、基

幹統計調査委託金及び統計調査員確保対

策事業委託金です。

　４２ページ、款１５府支出金、項２府

補助金、目１総務費府補助金は、総合相

談事業交付金、緊急雇用創出基金事業補

助金及び大阪府市町村振興補助金です。

　４８ページ、項３委託金、目１総務費

委託金は、府税徴収事務委託金です。

　５０ページ、款１６財産収入、項１財

産運用収入、目１財産貸付収入は、土地

貸付収入です。

　目２利子及び配当金は、各種基金利子

収入です。

　項２財産売払収入、目１不動産売払収

入は、土地売払収入です。

　款１７寄附金、項１寄附金、目１寄附

金は、一般寄附金です。

　５２ページ、款１８繰入金、項１特別

会計繰入金、目１財産区財産特別会計繰

入金は、市場池の貸付収入の一部を一般

会計に繰り入れています。

　項２基金繰入金、目６市営住宅整備基

金繰入金は、１，３００万円を繰り入れ

ています。

　款１９諸収入、項１延滞金、加算金及

び過料、目１延滞金は、市税延滞金です。

　項２市預金利子、目１市預金利子は、

歳計現金に係る預金利子です。

　５４ページ、項３貸付金元利収入、目

３家屋被害復旧資金貸付金元金収入は、

家屋被害復旧資金貸付金償還金です。

　項４雑入、目１滞納処分費は、大阪府

不動産合同公売等に係る滞納処分費です。
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　目２雑入の主なものは、市町村振興協

会交付金や水道事業会計からの収入など

です。

　次に、６４ページ、款２０市債、項１

市債、目１総務債は、コンピュータシス

テム新規構築事業債及び防犯灯設置事業

債。

　目２民生債は、民間保育所施設整備補

助事業債及び子育て総合支援センター遊

戯室耐震補強等事業債。

　目３土木債は、吹田操車場跡地まちづ

くり事業債、ＪＲ千里丘駅エレベーター

設置事業債、新在家鳥飼上線道路整備事

業債、新在家鳥飼中線外１路線改修事業

債、鶴野新橋外２橋梁耐震化事業債及び

阪急正雀駅前道路改良事業債。

　目４教育債は、学童保育室施設整備事

業債、温水プール改修事業債、テニスコー

ト改修事業債、小学校耐震補強等事業債

及び中学校耐震補強等事業債。

　目５消防債は、情報収集伝達体制整備

事業債。

　目６臨時財政対策債は、普通交付税で

基準財政需要額に算入されたものについ

て市債発行したものです。

　款２１繰越金、項１繰越金、目１繰越

金は、８億７８万９，３０１円であり、

その内訳は、繰越事業充当財源が１億４，

０２９万１，５００円。平成２４年度決

算剰余金が６億６，０４９万７，８０１

円となっています。

　続いて、歳出ですが、７０ページから

の款２総務費、項１総務管理費、目１一

般管理費の主なものは、節１報酬のうち、

総務課分は、市史編さん事業に係る嘱託

員報酬及び委員報酬です。

　節７賃金は、総務課の非常勤職員等賃

金及び工事検査嘱託員賃金です。

　７２ページ、需用費のうち消耗品費、

総務課分は、印刷用紙などです。

　７４ページ、役務費のうち通信運搬費、

総務課分は、摂津市史編さん事業に係る

電話料金です。

　委託料は、市例規集委託料など、使用

料及び賃借料は、パソコン等借上料など

を執行しています。

　備品購入費は、庁内印刷事業に係る庁

用器具費です。

　７６ページ、繰出金、財政課分は、児

童手当に係る水道事業会計への繰出金で

す。

　目２文書広報費の主なものは、市全体

の郵送料などです。

　７８ページ、目３会計管理費は、会計

室の出納事務に係る経費です。

　目４財産管理費は、庁舎や市有財産な

どの維持管理経費を執行しています。

　８２ページ、目９電子計算費は、住民

情報システムなどに係る経費を執行して

います。

　９０ページ、目１６財政調整基金費、

目１７公共施設整備基金費、目１８減債

基金費及び目１９土地開発基金費の各基

金費は、剰余金、利子等をそれぞれの基

金に積み立てたものです。

　項２徴税費は、目１税務総務費から９

２ページ、目２賦課徴収費で、税務事務

に係る経費を執行しています。

　１００ページ、項５統計調査費は、目

１統計調査総務費から、目２基幹統計調

査費で、統計に係る一般事務経費や各種

統計調査などの統計法に基づき実施した

基幹統計調査に係る経費を執行していま

す。

　次に、１６４ページ、款７土木費、項

５住宅費、目１住宅管理費では、市営住

宅管理運営経費を執行しています。

　次に、１７２ページ、款８、消防費、

項１消防費、目４災害対策費では、防災

対策に係る経費を執行しています。

－4－



　次に、２０８ページ、款１０公債費、

項１公債費、目１元金は、前年度に比べ

２，６９６万６，２１１円の減額となっ

ています。

　目２利子では、前年度に比べ５，９２

６万２，３９０円の減額となっています。

　款１２予備費、項１予備費、目１予備

費は、１７０万１，７６０円を充当して

います。その内容は、款２総務費、項１

総務管理費、目８固定資産評価審査委員

会費で、弁護士費用等の訴訟委託料に４

５万９，９００円。

　款７土木費、項２道路橋りょう費、目

１道路橋りょう総務費で、道路管理瑕疵

による損害賠償金に３２万８，３８１円。

　款９教育費、項１教育総務費、目２事

務局費で、小学校徴収金支払分の補填に

９１万３，４７９円を充当しています。

　以上、総務部等の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　乾市長公室長。

○乾市長公室長　平成２５年度摂津市一

般会計歳入歳出決算のうち、市長公室に

係る部分につきまして、目を追って、主

なものについて補足説明をさせていただ

きます。

　まず、歳入でございますが、一般会計

歳入歳出決算書３８ページ、款１４国庫

支出金、項２国庫補助金、目２民生費国

庫補助金、社会福祉費補助金は、４月か

らの消費税率引上げに伴い、低所得者や

子育て世帯への配慮として実施される臨

時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給

付金の事務執行経費に係る補助金でござ

います。

　４２ページ、款１５府支出金、項２府

補助金、目１総務費府補助金、総合相談

事業交付金のうち１９万８，０００円は、

人権相談事業等に係る補助金でございま

す。

　４８ページ、項３委託金、目１総務費

委託金、人権啓発活動委託金は、人権啓

発活動事業全般に係る事業委託金でござ

います。

　５４ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入、雑収入は、秘書課分として広

報紙広告掲載料、ホームページ広告掲載

料は、市広報紙及びホームページに広告

を掲載いたしました収入でございます。

　人事課分として、退職手当水道事業会

計負担金は、退職手当の支給に当たり水

道事業会計に属したことのある職員につ

いては、その在職期間分を勤続年数で按

分し水道事業会計の負担といたしたもの

でございます。

　派遣職員給与等負担金は、岩手県釜石

市、大阪府後期高齢者医療広域連合及び

大阪府市町村振興協会への派遣職員に係

る給与等負担金でございます。

　臨時非常勤職員等雇用保険個人掛金は、

事務処理上、市が一括して保険料を支払

うことに伴い、対象者から個別に徴収し

ました掛金を収入したものでございます。

　次に、歳出でございますが、一般会計

全体に係ります人件費関係の決算につき

ましては、決算概要２４ページの給与費

決算額調書に記載いたしております。

　平成２５年度に支出いたしました給与

費の総額は５４億８０６万９，２７５円

で、前年度に比べ４．４％、２億５，０

０７万４，４４７円の減少となっており

ます。給与費の内訳といたしましては、

報酬で２億９，１０５万８，９８２円、

給料で２１億９，１１８万４，４８０円、

職員手当等で２０億９，３１６万９，１

８３円、共済費で８億３，２６５万６，

６３０円の執行となっております。

　そのうち報酬では、前年度に比べ０．

３％、８４万８，０６９円の減少となっ

ており、これは基幹統計調査事業におけ
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る調査員報酬が増額になった一方で、議

員定数の削減及び平成２５年１１月１日

から平成２６年３月３１日の間、議員報

酬を３．８％減額したことが主な要因で

ございます。なお、減額による影響額は

２１６万２，２００円でございます。

　給料では、前年度に比べ３．２％、７，

３１８万４，８４４円の減少となってお

り、これは平成２５年１１月１日から平

成２６年３月３１日の間、給料月額を一

律３．８％減額したこと及び退職不補充

等による職員数の減が主な要因でござい

ます。なお、給料減額による影響額は３，

５５１万４，７６６円でございます。

　職員手当等では、前年度に比べ７．２

％、１億６，１５３万７，６６３円の減

少となっており、これは退職手当が５億

９，３３８万８，８１４円の執行で、前

年度に比べ１８．４％、１億３，３６５

万２，５４４円の減少となったことが主

な要因でございます。なお、平成２５年

度の退職手当支給者は２８名で、前年度

に比べ５名の減少となっております。

　共済費では、前年度に比べ１．７％、

１，４５０万３，８７１円の減少となっ

ており、これは平成２５年１１月１日か

ら平成２６年３月３１日の間、給料月額

を一律３．８％減額したことが主な要因

でございます。なお、給料減額による影

響額は７５１万７，０１１円でございま

す。

　次に、人件費以外の主な内容を一般会

計歳入歳出決算書によりご説明申し上げ

ます。

　まず、決算書７２ページ、款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費、報償

費では、人事課分として職員研修の講師

費用を支出したものでございます。

　同じく７２ページ、需用費及び７４ペー

ジ、役務費につきましては、市長公室全

般に係ります業務執行上の必要経費を支

出したものであり、いずれも必要性を十

分精査し執行したところでございます。

　同じく７４ページ、委託料につきまし

ては、秘書課分として秘書派遣料、人事

課分として職員採用試験、係長級昇任試

験の試験問題作成等委託料、職員の健康

管理に係る職員健康診断委託料、人材育

成のために実施している管理職養成等研

修委託料などを執行したものでございま

す。

　７６ページ、負担金、補助及び交付金

の主なものといたしましては、秘書課に

係ります各市長会負担金、人事課に係り

ます職員厚生会補助金や職員自主研究グ

ループ補助金、専門能力開発向上事業に

係る各種職員研修負担金でございます。

　同じく７６ページ、目２文書広報費で

は、秘書課分の主なものとしまして、広

報せっつの発行及び配布等に係る経費の

ほか、ホームページ保守・管理経費など

を執行したものでございます。

　８０ページ、目５企画費につきまして

は、政策推進課の事務執行に係る経費で、

その主なものとしまして、別府地域にお

けるコミュニティセンター基本設計委託

料、基本設計に当たり開催しましたワー

クショップに係るアドバイザー報償金等

を執行したものでございます。

　次に、８４ページ、目１１女性政策費

につきましては、男女共同参画計画推進

のため市民に参画いただいております女

性政策推進市民懇話会等に係る経費、男

女共同参画社会を目指すための啓発紙の

発行等に要した経費でございます。

　また、目１２男女共同参画センター費

につきましては、摂津市立男女共同参画

センター・ウィズせっつにおける相談事

業や講座開催、せっつ女性大学の開催等

に係る経費でございます。
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　８８ページ、目１５諸費は、人権啓発

等に係る経費でございます。そのうち主

なものとしましては、委託料で平和のつ

どい委託料、負担金、補助及び交付金で、

摂津市人権協会補助金、大阪府人権啓発・

人材養成分担事業分担金を執行いたして

おります。

　次に、１１６ページ、款３民生費、項

１社会福祉費、目８臨時福祉給付金給付

事業費は、給付事務に従事する職員の人

件費のほか、システムネットワーク構築

委託料などを執行いたしております。

　目９子育て世帯臨時特例給付金給付事

業費は、臨時福祉給付金給付事業費と同

様の経費を執行いたしております。

　最後に、２２０ページ、（４）出資に

よる権利でございますが、一般財団法人

アジア太平洋人権情報センターにおいて、

各団体からの出捐金により構成される基

本財産の一部が取り崩されたため、本市

の件につきましても当該出捐割合に応じ、

８万７，５５２円が減少し、年度末残高

が１１６万６５１円となったものでござ

います。

　以上、市長公室に係る決算内容の補足

説明とさせていただきます。

○野口博委員長　続いて、熊野消防長。

○熊野消防長　認定第１号、平成２５年

度摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、

消防本部所管事項につきまして、目を追っ

て、主なものについて説明をさせていた

だきます。

　まず、歳入でございますが、決算書３

６ページをお開き願います。

　款１３使用料及び手数料、項２手数料、

目５消防手数料は、危険物設置許可等及

び検査手数料、保安３法設置許可等及び

検査手数料、り災等の証明書発行に伴う

手数料でございます。

　４０ページ、款１４国庫支出金、項２

国庫補助金、目４土木費国庫補助金は、

鳥飼出張所耐震診断に係る交付金でござ

います。

　４８ページ、款１５府支出金、項２府

補助金、目６消防費府補助金は、大阪航

空消防運営費補助金及び権限移譲交付金

でございます。

　６０ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入の消防団員退職報償費は、消防

団員の退職報償金、近畿道救急業務実施

市町村交付金は、近畿自動車道の救急出

動に係る交付金でございます。

　次に、歳出でございますが、概要につ

きましては、決算概要１２６ページから

１３２ページにかけて記載しております

ので、あわせてご参照願います。

　決算書１６６ページをお開き願います。

　款８消防費、項１消防費、目１常備消

防費、節７賃金は、臨時職員１名分の賃

金でございます。

　節９旅費は、大阪府立消防学校等への

職員派遣研修に係る普通旅費でございま

す。

　節１１需用費は、消防活動上必要な物

品、活動服等貸与被服の購入及び緊急情

報システム交換部品等の購入並びに消防

車両、消防庁舎の修繕等維持管理経費で

ございます。

　１６８ページ、節１２役務費は、一般

加入回線、専用回線、携帯電話等の通信

運搬費、消防活動用高圧ガスボンベ検査

等の手数料並びに車両の保険料等でござ

います。

　節１３委託料は、消防庁舎の清掃、庁

舎設備等の保守管理委託、緊急情報シス

テム等保守管理委託、消防・救急デジタ

ル無線整備の実施設計委託及び職員特別

健康診断委託でございます。

　詳細につきましては、事務報告書の４

０５ページ、４１８ページ及び４２９ペー

－7－



ジに記載しておりますので、あわせてご

参照願います。

　次に、節１４使用料及び賃借料は、消

防本部庁舎の土地借り上げ、仮眠用寝具

借り上げ等でございます。

　節１８備品購入費は、機械器具費とし

て軽貨物自動車購入に係る経費並びに消

防器具費として空気呼吸器用高圧ボンベ

及び化学防護服等の購入に係る経費でご

ざいます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、消

防ヘリコプター運営に係る負担金、消火

栓新設修理負担金及び救急救命士の養成

等をはじめ、職員の教育派遣に係る負担

金並びに救急安心センター運営に係る負

担金等でございます。

　次に、１７０ページ、目２非常備消防

費、節１報酬は、３４６名の消防団員報

酬でございます。

　節８報償費は、１１名の消防団員退職

報償金等でございます。

　節９旅費は、火災等出動旅費延べ１６

７名分及び訓練、歳末非常警戒並びに消

防出初め式等の出動に係る費用弁償でご

ざいます。

　節１１需用費は、消防団員の貸与被服

及び消防団活動用品の購入並びに分団配

備の消防ポンプ自動車７台、小型動力ポ

ンプ積載車２２台、小型動力ポンプ２２

台の維持補修等の経費でございます。

　節１８備品購入費は、小型動力ポンプ

１台の更新に係る経費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、消

防団屯所の補修等に対する消防施設整備

費補助金及び消防団員等公務災害補償等

共済基金の掛金等でございます。

　以上、消防本部の所管いたします決算

内容の補足説明とさせていただきます。

○野口博委員長　続いて、井口総合行政

委員会事務局長。

○井口選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局長　それ

では、平成２５年度摂津市一般会計歳入

歳出決算のうち、公平委員会、固定資産

評価審査委員会、選挙管理委員会及び監

査委員の事務局が所管いたします項目に

つきまして、目を追って、補足説明をさ

せていただきます。

　まず、歳入でございますが、４０ペー

ジ、款１４国庫支出金、項３委託金、目

１総務費委託金の選挙費委託金は、参議

院議員通常選挙費委託金及び在外選挙人

名簿登録事務委託金でございます。

　次に、歳出でございますが、８２ペー

ジ、款２総務費、項１総務管理費、目７

公平委員会費は、委員報酬及び事務的な

経費でございます。

　同じく、目８固定資産評価審査委員会

費は、委員報酬のほか訴訟に係る委託料

及び事務的な経費でございます。

　続きまして、９６ページ、項４選挙費、

目１選挙管理委員会費は、委員報酬及び

事務的な経費でございます。

　次に、９８ページ、目２参議院議員通

常選挙費は、平成２５年７月２１日執行

の第２３回参議院議員通常選挙に係りま

す管理執行経費でございます。主なもの

といたしましては、投票立会人等報酬、

従事者の人件費、入場整理券郵送等の通

信運搬費、ポスター掲示場設営撤去等の

委託料などでございます。

　同じく、目３市議会議員一般選挙費は、

平成２５年９月１５日執行の第１２回摂

津市議会議員一般選挙に係ります管理執

行経費でございます。主なものといたし

ましては、投票立会人等報酬、従事者の

人件費、入場整理券郵送等の通信運搬費、

ポスター掲示場設営撤去等の委託料、選

挙公営制度交付金などでございます。

　最後に、１０２ページ、項６監査委員
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費、目１監査委員費は、委員報酬及び事

務的な経費でございます。

　以上、決算の補足説明とさせていただ

きます。

○野口博委員長　説明が終わりました。

　これから質疑に入ります。

　中川委員。

○中川嘉彦委員　おはようございます。

　よろしくお願いします。

　まず、基本的には決算概要を中心に、

また平成２３年度からの３年間の比較を

ポイントに、また各課ごとに質問をさせ

ていただきたいと思います。分けたつも

りですが、質問が所管外だったりするか

もしれません。そのときはお許しくださ

い。

　過去を振り返り、分析、勉強し現在が

あり、現在、過去からよりよい未来を導

き出し創造する。大事なことだと思って

います。また、過去の委員会や一般質問

と重複している点があるかもしれません。

また、わかりやすく理解するためにも数

字がたびたび出てきますし、紙を読むこ

とが多いですが、ご容赦いただきたいと

思います。

　それでは、財政課から質問させていた

だきたいと思います。

　１点目、市政運営の基本方針の１ペー

ジ、平成２５年度森山市長の市政運営基

本方針の中で３本柱があります。その一

つにお金づくり、または財政健全化と掲

げられておりますが、決算を迎えてどう

だったのか、どういうことをなさってこ

られたのか、総括的なお話をお教え願い

ます。

　２点目、決算概要３２ページ、歳入総

額ですが、平成２３年度３３３億４，９

１４万１，０００円、平成２４年度３２

１億９，２４４万３，０００円、平成２

５年度３２９億４，８０１万９，０００

円、２３年度から２４年度にかけて約１

１億６，０００万円減、２４年度から２

５年度にかけて約７億６，０００万円増

です。推移の傾向と内容の評価について

お教え願います。

　３点目、決算概要の３２ページ、積立

金取崩額が、平成２３年度９億７，３１

４万円、平成２４年度０円、平成２５年

度１，２７０万８，０００円となってい

ますが、積立金を取り崩した要因をお教

え願います。

　４点目、決算概要の３２ページ、歳入

の中心の基礎的収入額である標準財政規

模ですが、平成２３年度１８０億９，８

４５万円、平成２４年度１８１億６，３

９６万３，０００円、平成２５年度１８

２億４，０１３万円と着実に増加してい

ますが、その内容と評価をお教え願いま

す。

　５点目、決算概要３４ページ、実質収

支比率ですが、平成２３年度１％、平成

２４年度３．６％、平成２５年度３．８

％、おおむね３％から５％が望ましいと

言われている中で回復、改善してきてい

ると感じますが、どのように改善に取り

組まれてきたのかお教え願います。

　６点目、決算概要３４ページ、経常収

支比率ですが、７０％から８０％がおお

むね望ましいと言われている中で９８．

７％となっており、単純比較できません

が、平成２４年度府内都市平均９４．９

％、全国市町村平均９０．２％と比較し

ても悪いことが考えられます。それにつ

いてどのような認識をお持ちなのかお教

え願います。

　７点目、図説、摂津市財政の１０ペー

ジ、歳入は、人口減少、企業収益の改善

の遅れ、土地の価格の下落などで急激な

増収は見込めませんし、歳出も扶助費が

増大していくのは明らかです。経常収支
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比率に影響してくる歳出の部分で大きい

比率を占める人件費は注目されやすいポ

イントだと思います。歳出の構成につい

てどのようにお考えなのかお教え願いま

す。

　８点目、決算書１２ページ、平成２５

年度の歳入総額予算現額３５４億８，６

２０万６，５００円に対し収入済額は３

３３億２，１３３万６，２３３円となっ

ています。この差異についてどのような

内容なのか、その原因をお教え願います。

　９点目、決算書１６ページ、歳出です

が、平成２３年度３３４億５，７１２万

５，４３７円、平成２４年度３１７億５，

０６７万７，２６２円、平成２５年度３

２５億７，０２１万８，６８４円と推移

しています。平成２５年度予算現額３５

４億８，６２０万６，５００円に対して

の差異についてどうお考えかお教え願い

ます。

　１０点目、中期財政見通しの２ページ、

一般会計についてですが、平成２４年度

決算では約６億６，０００万円の実質収

支黒字でした。平成２５年度決算は、市

税収入が前年度より９，１００万円減少

したにもかかわらず、ほぼ同額に近い約

６億９，０００万円の実質収支黒字です。

しかし、中期財政見通しの平成２５年１

０月試算値ベースで見ると、９，８００

万円の予想でした。これは大きいところ

でいうと、たばこ税の増収分が大きく影

響していると思います。この見通しの差

異についてお教え願います。

　１１点目、平成２５年１０月中期財政

見通し２ページ、中期財政見通しで歳入

の試算値（決算ベース）を見ると、平成

２５年約３００億円、実際の収入済額約

３４０億円と約４０億円もの差が生じて

います。どのように試算されたのか、ま

た差額の内容についてもお教え願います。

　１２点目、平成２５年１０月中期財政

見通しでは、法人税率の変更を含まれて

いるのか、含んでいる場合はどれぐらい

予想に影響しているのか、再度確認のた

めにお教え願います。

　１３点目、平成２５年１０月中期財政

見通し２ページ、主要基金状況ですが、

中期財政計画では当初７，８００万円が、

今期３億４，３００万円となっておりま

す。過去の基金の増減額を見ると、平成

２３年度１億２，５００万円、平成２４

年度９，３００万円、まちまちですが、

間違いなく今後は扶助費の増大による基

金の取り崩しが激しくなると思います。

今後、適正だと思う基金のあり方につい

てお教え願います。

　１４点目、決算概要４６ページ。一般

事務事業の住民生活に光をそそぐ交付金

返還金の内容をお教え願います。

　１５点目、事務報告書５７ページ、５

８ページ。指名競争入札ですが、市外業

者でその他発注件数５件、９，２６６万

４，０００円となっています。事務報告

書をうまく読み取れませんでしたので、

単純にいきますと、１件当たり１，８５

０万円程度になります。そうなると、事

後審査型制限付一般競争入札でもおかし

くないのかと思いますが、指名競争入札

になった理由、それぞれの物件、金額、

理由をお教え願います。

　１６点目、事務報告書同じく５７、５

８ページ。建設工事は、土木一式工事と

建築一式工事と２６の専門工事がありま

す。その他ということは、土木・建築以

外と考えられます。そう考えると、摂津

市での土木・建築以外の業者はどのよう

になっているのか、企業数、専門工事の

種別をお教え願います。

　１７点目、事務報告書５７、５８ペー

ジ。指名競争入札では、その他以外事後
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審査型制限付一般競争入札は全て市内業

者に発注されています。しっかり公平な

市場原理が働いている入札だと思います

が、地元要件など、縛りがあるのでしょ

うか。お教え願います。

　１８点目、事務報告書同じく５７、５

８ページ。平成２５年度の工事で、今は

入札保証金は免除になっていると思いま

すが、落札しても工事請負契約を締結し

なくて、違約金１００分の５以上徴収し

た事象はなかったのか、お教え願います。

　１９点目、事務報告書５７、５８ペー

ジ。工事請負契約の締結に際しては、契

約金額の１００分の１０以上の契約保証

金を納付するか、保険会社で公共工事履

行保証を受ける必要があります。現在、

資材が高騰し、入札が不調になるケース、

また途中で業者が破産、工事が履行され

ないケースも出てくると考えられます。

このようなことはなかったのか、お教え

願います。

　次に、秘書課の所管を質問させていた

だきます。

　２０点目、決算概要４０ページ。一般

事務事業の中で、全国市長会、近畿市長

会、大阪府市長会、北摂市長会、北大阪

副市長・副町長連絡会の負担金ですが、

第２次安倍内閣で地方創成大臣のポスト

ができました。これからは、地域主権が

ますます進行し、地方自治体が注目され

ていくでしょう。そんな中で、どのよう

なことが話し合われているのか、摂津市

はどのように進んでいくのか、国・市長

会の方向性は一緒なのか、具体的に何か

広域連携のような話が出ているのか、摂

津市に大きく関係するようなことが議題

にあるのか、お教え願います。

　２１点目、決算概要４２ページ。秘書

事務事業の市交際費ですが、平成２５年

度の決算、３９２万６，７１０円には市

長・副市長の秘書及び交際となっており

ます。近年、政務活動費の使い方はテレ

ビでたびたび問題になっています。意味

合いは違うかもしれませんが、大まかで

大きなくくりでも結構ですので、支出内

容をお教え願います。

　２２点目、決算概要４８ページ、事務

報告書１１ページ。広報事務事業、広報

紙全戸配布業務委託料４７４万４，４８

０円で、１日号４万６，５００部、１５

日号３万１，０００部となっております。

これ以外に配布方法、冊子化、月１回化

など、課題は多岐にわたります。この課

題は一旦横に置いておきましても、現在

の広報体制の下でさらなる市民情報提供

の充実を図ることも必要と考えます。配

布戸数はどのように算出されているのか、

世帯数、企業数を考慮してどのように捉

えているのか、認識の内容をお教え願い

ます。

　２３点目、決算概要４８ページ、決算

書５５ページ、事務報告書１１ページ。

ホームページ事業ですが、摂津市一般会

計歳入決算書の諸収入、雑入で、平成２

４年度は広告掲載料一まとめで２５３万

５，０００円となっており、平成２５年

度は広報紙広告掲載料、１５５万４，０

００円、ホームページ広告掲載料１１１

万９，０００円と微増です。広報せっつ

への有料広告掲載状況では、掲載枠数は

前年度より６増えて６２、掲載社数は６

増えて１８と、努力していただいている

ことがよくわかります。今後の広告収入

を増やすための取り組みについて、広報

紙とインターネットを分けてお考えをお

教え願います。

　２４点目、事務報告書１１ページ。イ

ンターネットのアクセス数で見ますと、

平成２３年度３６万４，６３７件、平成

２４年度３６万９，９７２件、平成２５
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年度４７万２，６５５件と、２４年度か

ら２５年度にかけてはかなり増えている

と思いますが、私はまだまだ少ないと感

じています。さらなるアクセス数を上げ

るための施策があるのか、どういう取り

組みをされているのか、お教え願います。

　２５点目、事務報告書１１ページ、広

報板ですが、微減になっております。３

年連続減少しております。お年寄りの方々

にとっては、身近な情報ツールです。広

報板の設置基準、また古いものを取り替

えていく基準、また今後の方針をお教え

願います。

　次に、政策推進課です。

　２６点目、決算概要５０ページ。コミュ

ニティセンター構想事業ですが、私は安

威川以南の別府に新しくできるコミュニ

ティセンターのタウンミーティングに参

加させていただきました。皆さん、新し

いものができる楽しみ、喜びと不安がひ

しひしと感じられました。市民活動の活

性化、多様な学習機会の提供、地域活動

拠点としても誰もが気軽に利用できる施

設として、担っていただきたいと思いま

す。参加者の方々の顔ぶれを見て、本当

に別府地域の生涯学習対策や若者の意見

などが反映されるようなメンバーで運営

されていたのか、その認識、また平成２

５年度の進捗状況をお教え願います。

　２７点目、決算概要５０ページ、事務

報告書１５ページ。観光あるき実行委員

会負担金２０万円とありますが、これは

阪急京都線観光あるきでウオーキングイ

ベントを通じて、地域の魅力を再発見す

る企画です。私もことしの４月７日、参

加させていただきました。桜の満開のこ

ろ、阪急摂津市駅を出発して、新幹線公

園に行きました。そのほかにも、史跡、

名勝を組み合わせたコースでした。ほか

にも、あと２回開催されております。こ

のような取り組みをすることによって、

どのような成果、効果をお考えなのか、

また、どんな方々が参加しているのか、

お教え願います。

　２８点目、決算概要８２ページ。臨時

福祉給付金給付事業と子育て世帯臨時特

例給付金給付事業についてですが、消費

税率の引き上げに対しての国のセーフティー

ネット対策ですが、本年度から給付が始

まりました。予算の執行率も６０％程度

となっておりますが、準備不足なく給付

できたのでしょうか。現在の状況を含め、

お教え願います。

　次は、人事課です。

　２９点目、事務報告書２３ページ。人

件費事業ですが、職員数を見ると平成２

５年度は平成２３年度に比べると２７人

少ない６８５人になっています。臨時職

員数、非常勤職員数の実態をお教え願い

ます。

　３０点目、事務報告書２３ページ。職

員は今後市民のニーズの多様化で業務も

多様化する中、どう対応されるのか、そ

の基本スタンスをお教え願います。

　３１点目、決算概要４２ページ。創造

的人材育成事業ですが、過去３年、平成

２３年度３３５万３，１６９円、平成２

４年度３９９万６３０円、平成２５年度

４１８万１，８０２円と伸びています。

財政状況が厳しい中でも教育、人材育成

を充実させることは大変重要なことだと

考えます。森山市長の平成２５年度の市

政運営基本方針の中で、３本柱の一つに

人づくりがあります。これに対して、ど

ういうことをしてきてどうなったのか、

お教え願います。

　３２点目、決算概要４２ページ。摂津

市の未来を動かすのはまさに人、職員だ

と思います。いろいろ研修を実施されて

おりますが、研修を受けただけで終わり

－12－



ではなくて、どのようにスキルアップし

たのか、役立っているのかの検証をなさ

れているのか、お教え願います。

　３３点目、決算概要４２ページ。職員

自主研究グループ補助金ですが、平成２

５年度３０万円の予算に対し、８，０８

２円、２．７％程度の実施でした。２４

年度を見てみますと、同じ予算３０万円

に対し、４万３，４２４円、１４．５％

程度の実施でした。余り利用されていな

いのが気にかかります。制度の利用基準

が厳しくなったのか、状況及び原因をお

教え願います。

　３４点目、決算概要４２ページ。職員

自主研究グループ補助金の内容を、差し

支えなければどのようなことを勉強され

ているのか、お教え願います。

　３５点目、決算概要４２ページ。人事

管理事業の昇任試験で、職員のキャリア

アップで係長試験などあると思いますが、

受験者数、合格率をお教え願います。

　３６点目、決算概要４２ページ。世代

交代が進んでいる中、若い民間経験者採

用のキャリア職員をどういう部署にどの

ように有効活用していこうとお考えなの

か、キャリアアッププランをお教え願い

ます。

　３７点目、決算概要４２ページ。専門

能力開発向上事業についてですが、これ

も平成２３年度決算２０５万７９０円、

平成２４年度２３１万３，３８２円、平

成２５年度３０４万３，８１３円と、予

算及び決算金額が増えております。新た

に加わった研修などありましたら、お教

え願います。

　３８点目、決算概要４２ページ。現業

職場活性化事業についてですが、これも

平成２３年度予算２７万円に対し、１４

万６，１６０円、執行率５４．１％、平

成２４年度１８万円に対して、１１万１，

９２０円、６２．２％、平成２５年度２

０万２５０円に対し、８万２，９４０円、

４１．４％と執行率が低調になっている

と感じます。現業職が縮小傾向にある中、

どういう意味合いの内容なのか、お教え

願います。

　３９点目、決算概要４２ページ。職員

健康管理事業についてですが、職員の健

康管理は、何遍も言いますように人が財

産でありますから、心身ともに健やかに

なっていただかないと能力を１００％、

いや１２０％発揮していただけなくなり

ます。そこで、定期健康診断の受診率、

また再検査の受診率、また受診後のフォ

ロー体制はどうなっているのか、非常勤・

臨時職員も含めてお教え願います。

　４０点目、決算概要４２ページ。人事

管理事業の試験問題作成等委託料に関連

してですが、摂津市の職員採用試験は北

摂から離れてオリジナルな試験を導入さ

れていますが、具体的に今まで北摂共同

試験とどう違うのか、どのような人材を

見極めるための試験なのか、また民間採

用枠ややる気・元気・本気枠をお教え願

います。

　４１点目、決算概要４２ページ。民間

採用枠ややる気・元気・本気枠の合格採

用された方を今後どのように活用してい

くお考えなのか、ビジョン、展望をお教

え願います。

　４２点目、決算概要４２ページ。人事

管理事業。平成２５年度は過去になかっ

た就職説明会など参加負担金があります。

幅広い地域から幅広い人材を確保するこ

とは、大事なことだと思います。行政は

受動的に受け身だけではなく、攻撃的に

積極的に外に出ていくことは、大切だと

思います。経緯から内容をお教え願いま

す。

　４３点目、決算概要４４ページ。人件
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費事業ですが、時間外勤務手当が決算額

１，１０８万３，１１８円となっており、

予算に対し執行率が５２．７％です。当

初の予算より大分減っていますが、特別

な取り組みを行った結果なのか、取り組

み強化がサービス残業に結びついていな

いか、状況をお教え願います。

　４４点目、決算概要４４ページ。特殊

勤務手当に関する条例を見ますと、実に

さまざまな手当てがあるのにびっくりで

す。１、市税等賦課徴収事務従事手当。

２、衛生・一般廃棄物作業従事手当。３、

土木・下水道・公園維持作業従事手当。

４、消防業務従事手当。５、災害出動手

当。６、年末年始勤務手当。７、社会福

祉事務従事手当。それぞれ対象者は何人

で、それぞれの支給額、また必要性、重

要性をどう認識されているのか、お教え

願います。

　次の４５点目ですが、先ほど乾市長公

室長から職員給与が３．８％カットになっ

た金額がご説明がありましたので、この

４５点目はこちらの都合でカットさせて

いただきます。

　４６点目、決算概要４４ページ。よく、

ラスパイレス指数を人件費のときに使わ

れると思います。国家公務員との比較で、

地方公務員の給与水準をあらわす指数で

す。この指数は、加重平均による総合指

数で、一般には物価水準の変動を実質的

に比較するために用いられますが、総務

省では地方公務員の給与水準を比較する

指標として用い、高い指数の自治体には

特別交付税や起債の制限を行い、その引

き下げを指導しているそうです。摂津市

の現在の状況をお教え願います。

　次に、人権女性政策課です。

　４７点目、事務報告書２９ページ。Ｄ

Ｖに関する相談で、平成２５年度は人権

女性政策課ＤＶホットライン、男女共同

参画センターに持ち込まれたのは１１７

件でした。平成２３年度１００件、平成

２４年度１４０件と、過去３年間見ても

１００件以上とまだまだ高水準だと思い

ます。相談の傾向と相談後のケアなどを

お教え願います。

　４８点目、決算概要５８ページ。人権

啓発推進施策要望事業ですが、平成２５

年度４万７００円、執行率４１．１％と、

平成２３年度１０万３，７８０円、平成

２４年度８万８，０１０円と、減少傾向

です。国・府への要望活動ということで

すが、最近の要望内容と傾向をお教え願

います。

　４９点目、事務報告書２７ページ。半

年ほど前に、首相官邸から発表されまし

たアベノミクス３本目の矢、成長戦略の

中で、女性が輝く日本と題して、女性の

社会進出が重要課題の一つに挙げられま

した。私も、活気あふれる日本、成長し

続ける日本であるためには、女性の社会

進出が不可欠だと思います。しかし、世

界経済フォーラムが毎年発表しているグ

ローバルジェンダーギャップレポートに

よれば、女性の社会進出度の評価におけ

る２０１２年度の日本総合ランキングは、

１３５か国中１０１位です。これは、先

進国の中で非常に低い水準であり、大変

残念な結果となっています。男女共同参

画計画推進事業の女性政策推進本部実施

状況によれば、女性政策推進市民懇話会

の第１回目で、審議会などへの女性委員

の登用指針を話し合われたとなっていま

す。摂津市のまちづくりにおいて、各種

審議会など、政策方針決定の場への女性

の参画率はどれぐらいなのでしょうか、

お教え願います。

　５０点目、事務報告書２８ページ。女

性大学開催事業についてですが、この女

性大学について、事業費５５万１，７３
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２円を支出され、備考欄には男女共同参

画社会の実現を目指し、主体的に行動で

きる女性の人材育成を目的とした講座を

実施とあります。また、せっつ女性大学

開催状況で、７月から１１月にかけて合

計１０回の講座を開催されています。そ

こで、もう少し詳しく女性大学を開校す

る目的など、事業全体についてお教え願

います。

　５１点目、決算概要５４ページ。男女

共同参画センター講座開催事業ですが、

９５万８００円となっています。摂津市

では、昭和６２年に摂津女性プランを策

定し、その後国においても平成１１年６

月に男女共同社会基本法が制定されまし

た。この男女共同参画社会を実現するた

めの目的施設が、ウィズせっつ・男女共

同参画センターですが、具体的にどのよ

うな取り組みを通じて男女共同参画社会

を実現しようとされているのか、お教え

願います。

　５２点目、決算概要５８ページ。事務

報告書３２ページ。平和施策推進事業で

すが、摂津市は昭和５８年３月３０日に

憲法を守り人間を尊重する平和都市宣言

を行いました。ちょうど平成２５年度は

平和都市宣言から３０年を迎える節目の

年に当たります。７６万５，５７８円を

支出されており、また事務報告書には平

和月間事業実施状況を記載されています。

これら平和関連事業の中身について、特

に平和都市宣言３０周年に関した平和事

業があれば詳細をお教え願います。

　次は、総務課です。

　５３点目、決算概要４４ページ。摂津

市史編さん事業ですが、平成２４年度か

ら始まった大事業だと思っております。

市史編さん委員会が年４回開催されてお

りますが、進捗状況、今後の見通しにつ

いてお教え願います。

　５４点目、決算概要４４ページ、事務

報告書３７ページ。庁内印刷事業ですが、

現在社会では環境、エコの観点から、ペー

パーレス化が進んできていると思います。

しかし、印刷処理状況を見てみますと、

平成２３年度上質紙、更紙、再生紙２０

４万８，０４７枚、はがき２万１，１５

５枚。平成２４年度上質紙、更紙、再生

紙１８７万５，１６１枚、はがき１万３，

１７５枚。平成２５年度上質紙、更紙、

再生紙１９０万８，４６０枚、はがき８，

４０７枚。金額で見てみますと、平成２

３年度消耗品費２１１万９，２９３円、

平成２４年度２１５万３６５円、平成２

５年度２２９万５，２４８円で推移して

います。微増かもしれませんが、この認

識及び今後の見通しについて、お教え願

います。

　５５点目、決算概要４４ページ、事務

報告書３７ページ。法規事務事業ですが、

市例規集委託料が平成２５年度は前年に

比べ１５０万円ほど安い２９９万９，４

６２円で済んでいます。条例、規則、規

程、訓令制定改廃状況を見ると、確かに

３８件少ない１３８件になっております。

単純に件数減だけの影響なのでしょうか。

内容をお教え願います。

　５６点目、決算概要４４ページ。行政

法律相談業務委託料１３５万６，０００

円は、３年間で見ても変わっていません。

これは、市が問題を抱えたとき、弁護士

に相談することだと思うのですが、どこ

の弁護士事務所でどういう利用の仕方を

されているのか、基準や相談頻度、近況

の相談内容の特徴、推移、契約内容をお

教え願います。

　５７点目、決算概要４６ページ。市政

功労者栄典表彰事業ですが、どのような

方々が表彰を受けられたのか、また選考

基準をお教え願います。
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　５８点目、決算概要同じく４６ページ。

この市政功労者栄典表彰事業ですが、見

落としているかもしれませんが、そのよ

うな方々の内訳を事務報告書に記載した

らわかりやすいのではないかと思います

が、いかがでしょうか。お考えをお教え

願います。

　５９点目、決算概要４８ページ。事務

報告書３８ページ。情報公開等事務事業

ですが、行政文書公開請求等処理状況及

び保有個人情報開示請求処理状況につい

て、公開・非公開の基準をお教え願いま

す。

　６０点目、決算概要４８ページ。行政

文書公開請求等処理状況を見てみますと、

平成２４年度４３件、平成２５年度４４

件となっており、３年前に比べれば大き

く件数が増えています。これは、制度手

続が簡素化になったのか、何か特別な事

案があったからなのか、どういうふうに

お考えなのか、傾向など、答えられる範

囲で結構ですのでお教え願います。

　６１点目、決算概要４８ページ、事務

報告書３８ページ。郵送事業ですが、通

信運搬費２，９４６万７，２７９円となっ

ておりますが、平成２３年度に比べると、

３８１万３，５４９円コストが下がって

いますが、電子化、ネット通信によるこ

となのでしょうか。逆に、文書発送処理

状況で見ますと、平成２５年度は平成２

３年度に比べて４万１，２００件多い８

５万４，０３９件です。現在、文書発送

処理はどういう流れでどこの業者が行わ

れているのでしょうか。どこの部署が多

いのか、部署別に数量がわかればお教え

願います。また、市場原理、入札などで

業者を決めているのか、状況をお教え願

います。

　６２点目、決算概要４８ページ。マイ

クロフィルム作成委託料１６万７，９８

７円とありますが、これは行政が原則５

年間書類を保管しなければいけないとい

う中でのものだと思いますが、どこまで

の書類を保存するのか、線引き基準はあ

るのか、内容をお教え願います。

　６３点目、決算概要同じく４８ページ。

現代のデジタル化の中で、簡単にスキャ

ンして保存しておいてはだめなのでしょ

うか。お教え願います。

　次は、防災管財課です。

　６４点目、市政運営基本方針。まず初

めに、市長の市政運営基本方針で、防災

体制の整備に触れられています。国の南

海トラフ巨大地震による被害想定に基づ

き、地域防災計画をより実効性のあるも

のに改定するとなっていますが、どのよ

うに取り組まれたのか、お教え願います。

　６５点目、決算概要４６ページ。防災

管財課の一般事務事業、土地開発公社補

給金ですが、平成２２年度２，５００万

円、平成２３年、２４年度は２，０００

万円の決算をされていましたが、今年度

は計上がありません。どうなっているの

か、内容をお教え願います。

　６６点目、決算概要４８ページ。市立

集会所管理事業ですが、平成２３年度７

０７万２，９２６円に比べると、平成２

５年度は８９１万７，８３７円と１８４

万４，９１１円ほど増えています。管理

箇所も２か所増え、５３か所とのことで

すが、地元に密着している集会所として、

今後老朽化が進む中、また行財政改革も

念頭に、どういうスタンスで取り組まれ

たのか、補修の進みぐあい、地元の反応、

また地元の方々の利用状況をお教え願い

ます。

　６７点目、決算概要５０ページ。庁舎

管理事業、樹木等借上料ですが、当初２

８万５７５円の予算ですが、決算ではゼ

ロになっています。過去２年を見てみる
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と、大体予算３０万円計上して、ほぼ満

額使用しています。内容をお教え願いま

す。

　６８点目、決算概要５０ページ。市有

財産管理事業、保険料ですが、毎年３５

０万円程度で推移しています。これは、

何の対象保険なのか、お教え願います。

　６９点目、決算概要５０ページ。市営

鯵生野・鳥飼野々団地解体工事ですが、

平成２４年度９，７４０万６，６７７円、

平成２５年度３，２２２万５，５００円

となっていますが、進捗状況をお教え願

います。

　７０点目、決算概要同じく５０ページ。

市営鯵生野・鳥飼野々団地解体工事の解

体には、騒音・振動・土ぼこりなど、い

ろいろな面で近隣住民にご迷惑をおかけ

することがあると思いますが、そのよう

な苦情、トラブルがなかったのか、お教

え願います。

　７１点目、事務報告書４２ページ。公

共用地の取得及び処分の用地買収ですが、

公衆用道路１件６，３６３平米ほか３件、

用地払下げで３件ありますが、内容をお

教え願います。

　７２点目、決算概要１２６ページ。市

営住宅管理事業ですが、平成２６年度か

ら指定管理者制度に移行されました。初

めての試みですので、ぜひ注視していき

たいと思います。平成２５年度決算で、

昇降機保守委託料が２９７万３，６００

円と、全体の１３．８％となっています。

エレベーターは住人にとってなくてはな

らないものです。過去にエレベーターで

死亡事故があり、騒がれたこともありま

した。日々の点検は、欠かせない重要な

ことです。何基で、どのような契約なの

でしょうか。お教え願います。

　７３点目、決算概要１３２ページ。防

災資機材及び備蓄用品整備事業ですが、

平成２５年度２０７万５，７９７円と、

執行率７７．８％となっております。平

成２３年度２５８万６，８５０円、平成

２４年度２９５万７，４２０円と比べて

も、少なくなっており、大丈夫かなと思

います。防災資機材、非常食、備蓄の現

状、または今後の方向性をお教え願いま

す。

　７４点目、決算概要１３２ページ。情

報収集伝達体制整備事業のＪ－ＡＬＥＲ

Ｔですが、先日試験放送が行われたと思

います。技術は日々進歩し、また取り入

れていく中で、平成２５年度における当

システムの内容、または問題点などあれ

ば、お教え願います。

　７５点目、決算概要１３２ページ。電

波使用料２２万３，６５０円、ＭＣＡ使

用料４７万５，９１５円となっています

が、単純に使用回数によって金額がかさ

んでいくのでしょうか。内容をお教え願

います。

　７６点目、事務報告書４６ページ。自

主防災訓練ですが、１１校区で訓練が行

われています。気になるのがその内容で

あります。内容の項目が多いところでは

９項目、少ないところで５項目となって

おります。今、生死の分かれ目で活躍す

る機材のＡＥＤ、心肺蘇生訓練も７校に

とどまっています。行政の自主防災訓練

への取り組みや関わり方、考え方をお教

え願います。

　次は、情報政策課です。

　７７点目、決算概要５２ページ。情報

化推進事業ですが、電子自治体システム

借上料２，３７２万６，２４１円とあり

ますが、平成２６年３月に総務省自治行

政局地域情報政策室から電子自治体の取

り組みを加速するための１０の指針が出

されております。このシステムの借上料

は、これに基づいてのものなのか、摂津

－17－



市はどのように現在対応しているのか、

最終的にはどのような形になるのか、市

民の利便性はどのように向上するのか、

将来のビジョンを含め、お教え願います。

　７８点目、決算概要４６ページ。ＯＡ

機器管理事業ですが、この中でパソコン

等借上料が平成２５年度１，２３４万５，

６４８円、平成２４年度１，７２０万８，

９３３円、平成２３年度１，７４４万３，

１８８円となっていますが、前年度から

約５００万円ほど大きく減っています。

職員にＰＣが行き渡ったということなの

でしょうか。内容をお教え願います。

　次は、市民税課です。

　７９点目、決算書１２ページ。市税収

入で見ますと、平成２３年度１８４億２，

４７４万２，５８０円、平成２４年度１

７８億１１１万４，９５４円、平成２５

年度１７７億９９１万７，０４５円と、

微減しながら推移しています。市の根幹

財源の一つとして、大事なものです。微

減している評価と今後の見通しをお教え

願います。

　８０点目、決算概要１３ページ。歳入

ですが、いろいろな税に対しての考え方

があると思いますが、私はやはり基礎ベー

スになっているのは市税、自主財源が重

要だと思います。その中でも、市民税、

そして固定資産税です。市民税は字のご

とく、摂津市在住の市民の住んでいただ

いている皆様からいただく個人市民税と、

事務所や事業所などがある法人に課され

る法人市民税の２種類があります。個人

市民税の推移は、平成２３年度３９億４，

３１４万８，３５７円、平成２４年度４

１億６，０４４万５，８１８円、平成２

５年度４１億４，７４５万６，８４２円

と、多少の変動はありますが、今までは

横ばいで来ています。しかし、第４次摂

津市総合計画の中で、人口予想がありま

す。それは現在８万５，０００人いる人

口が、平成３２年には５，０００人少な

い８万人と想定されています。また、こ

とし５月に日本創成会議が公表したレポー

トはすごく衝撃的でした。２０４０年ま

でに、全国１，８００ある市区町村のう

ち、８９６の自治体が消滅してしまう可

能性があるというものでした。摂津市は、

２０４０年人口移動が収束しない場合、

第４次総合計画よりさらに少ない６万３，

８４０人と予想されています。単純に第

４次摂津市総合計画の予想の平成３２年

でも、今年の春先に阪急摂津市駅前に完

成しましたタワーマンション、夫婦、子

ども１人の３人で計算しても約３棟分、

この発表だと１２棟分減少することにな

ります。恐ろしいことです。ということ

は、個人市民税も減少していくというこ

とです。何か対策やその認識をお教え願

います。

　８１点目、決算概要１３ページ。法人

市民税の推移は、平成２３年度１９億６，

３８３万８，０４２円、平成２４年度１

９億５，２２２万８０円、平成２５年度

１６億７，７９０万８３１円と、平成２

３年度をピークに減少傾向です。この法

人市民税は、市内での従業員数と資本金

額から求める均等割と、法人税額に税率

を乗じて求める法人税割があります。ま

た、平成２６年１０月１日、今月から１

４．７％が１２．１％に変更になりまし

た。さらに減少に拍車がかかるでしょう。

法人市民税の減少を食いとめる何か対策

はお考えなのでしょうか。お教え願いま

す。

　次は、固定資産税課です。

　固定資産税は、総務省の管轄だと思い

ますが、答えられる、わかる範囲でお答

えいただければと思います。

　８２点目、決算概要１２ページ。固定
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資産税は、土地の評価額の下落傾向に歯

どめがかからないと市政運営基本方針に

は出ています。何か対策を講じられてき

たのでしょうか。お教え願います。

　８３点目、決算概要１２ページ。固定

資産税は、平成２３年度８８億９，７８

８万４，９６０円、平成２４年度８５億

７，４４７万４，６２４円、平成２５年

度８５億６，２４０万４，５１９円となっ

ています。私が摂津市内で大きく路線価

が上がったのは、過去にモノレールが開

通した影響のときだけだと言う人もいま

す。近年では、吹田操車場跡地の開発が

ありますが、評価額が上がることは余り

ないとも言われております。国税庁の路

線価で、土地の評価額が決まります。簡

単に一朝一夕にはいかない難しい問題で

す。固定資産税アップの対策や認識をお

教え願います。

　８４点目、事務報告書７１ページ。固

定資産税納税義務者数ですが、個人、法

人を見ても、過去３か年そんなに変動が

ないように感じます。それは、所有者が

変わるような開発が余りなかったという

ことでしょうか。それとも、固定資産税

が減少しているということが土地の下落

分ということでしょうか。現状分析をお

教え願います。

　次は、納税課です。

　８５点目、決算概要４ページ。市税の

収入未済額ですが、平成２３年度９億３，

５０３万５，４５７円、平成２４年度８

億３，７０５万６，８７１円、平成２５

年度６億９，８５０万１，６２５円となっ

ています。現年課税分と、過去からの滞

納繰越分だと思います。皆様のご努力に

より、縮減傾向にあると感じています。

どのように縮減に向けて取り組みなさっ

ているのか、お教え願います。

　８６点目、決算概要８ページ、事務報

告書７５、７６ページ。歳入歳出予算額

に対する決算の割合で、市税の不納欠損

額、督促状、催告書等の発送状況ですが、

平成２３年度８，３５６万２，５５２円、

２万９，３１４件。平成２４年度７，８

２７万３，８５１円、２万８，７４２件。

平成２５年度６，９３８万１，０７２円、

２万８，３３９件と推移しています。年々

皆様のご努力のおかげで、少しずつでも

減ってきているように思います。この不

納欠損金は、本来はきっちり入ってくる

べきものです。それを諦めなければなら

ない、収集困難、無理と判断したものだ

と思います。判断もなかなか一律に決め

られない難しいケースもあると思います

が、最終判断は誰なのか、基準も含め、

お教え願います。

　８７点目、決算概要６２ページ。イン

ターネット等公売事業ですが、平成２５

年度２，１９８円、平成２４年度３０万

４，５００円、平成２３年度６２万４，

２８３円となっています。滞納処分に係

る経費ということですが、まずどのよう

な流れ、段階を経て公売になるのでしょ

うか。また、どういうものが公売になっ

たのか、内容、件数、直近の傾向をお教

え願います。

　８８点目、決算概要６２ページ。公売

したもののリストを事務報告書に記載し

ているとわかりやすいように感じるんで

すが、どう思いますでしょうか。お考え

をお教え願います。

　次は、工事検査室です。

　８９点目、決算概要４６ページ、事務

報告書８１ページ。一般事務事業、工事

検査嘱託員賃金で２２３万６，３００円

の決算になっております。最初に、検査

の目的ですが、工事検査には会計法第２

９条の１１第２項に基づく会計法上の検

査、給付の完了の確認と、公共工事の品
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質確保の促進に関する法律、品確法第６

条第１項に基づく工事中及び完成時の施

工状況の確認及び評価を目的とする技術

検査があります。平成２２年７月、国土

交通省全国総括工事検査官等会議が公共

事業の品質確保のための監督・検査・成

績評定の手引きを策定されています。ま

ず、摂津市の工事検査基準は、国土交通

省の指針に準じているのでしょうか。独

自に策定されているのでしょうか。変更

されているのであれば、変更内容をお教

え願います。

　９０点目、事務報告書８１ページ。出

来形検査ですが、簡単に言うと道路工事

で延長と幅員が設計どおりに施工できて

いるかをチェックする検査のことだと思

いますが、平成２５年度ゼロ件、平成２

４年度１件、平成２３年度３件です。ど

のような基準、どのようなときに検査を

行うのか、お教え願います。

　９１点目、事務報告書８１ページ。中

間検査と臨時検査とありますが、中間検

査は、過去３年さかのぼっても検査回数

はゼロ回です。中間検査は、前渡金をも

らうときにする検査と思うのですが、臨

時検査とはどんなときにどんな検査をす

ることでしょうか。中間検査と臨時検査

の違いをお教え願います。

　９２点目、事務報告書８１ページ。平

成２５年度９４件の検査を実施されてい

ますが、工事発注状況を見ますと、指名

競争と事後審査を合わせても５９件です。

残りは前年度からの繰り越し物件なので

しょうか。委託や見積もり合わせなども

含まれているのでしょうか。少し事務報

告書から読み取れませんでしたので、お

教え願います。

　９３点目、事務報告書８１ページ。今

の人員の検査体制で、運営可能なのでしょ

うか。年度末に検査が集中することで、

業者に不都合が生じていないでしょうか。

発注金額によって検査の体制が違うのか、

お教え願います。

　選挙管理委員会事務局です。

　９４点目、決算概要６６ページ。参議

院議員通常選挙事業、市議会議員一般選

挙事業ですが、選挙は民主主義の根幹の

大事な制度です。近年、投票率が低調だ

ということで、たびたび問題になってい

ると思います。それぞれ世代別投票率及

び期日前投票の今後の取り組みをお教え

願います。

　９５点目、決算概要６６ページ。第一

投票所前運動場補修委託料とありますが、

なぜ千里丘小学校だけこのように計上さ

れているのでしょうか。お教え願います。

　次は、消防本部です。

　消防の質問をさせていただく前に、今

月４日に万博記念公園で行われた平成２

６年度大阪府三島地域４市１町合同防災

訓練、お疲れさまでした。大規模な災害

はいつ起こるかわかりません。平時から

訓練がいざというときの生死を分けるこ

ともあると思います。任務は重責です。

これからも摂津市民の安心・安全の心の

支えとして頑張ってもらいたいと思いま

す。

　９６点目、事務報告書４０９ページ。

予防活動推進事業ですが、防火対象物査

察件数、平成２５年度７１件は直近３か

年で見ますと減少しているように感じま

す。私の記憶の中で鮮烈に残っているの

は、少し古いですが２００１年の東京の

歌舞伎町ビル火災です。４４人の方が死

亡しています。出火原因は放火みたいで

す。このビルは、自動火災報知設備は設

置されていましたが、誤作動が多いため

に電源が切られていました。また、現状

を火災報知機ごと内装材で覆い隠してい

るところもありました。避難器具は未設
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置のところが多く、設置されていても実

質的に使用できない状態だったそうです。

このような大惨事から、予防活動として

日ごろの見回り点検、指導の重要性が増

したと思っています。現在の査察のポイ

ント、場所の決め方、現場で何を重点的

に指導するのか、傾向などをお教え願い

ます。

　９７点目、事務報告書４０９ページ。

査察し、指導、改善要求しても改善しな

かった場合と、改善していただいた場合

の確認、検証はどのように行われるのか、

お教え願います。

　９８点目、事務報告書４１２ページ。

危険物規制事業の危険物製造所等査察件

数ですが、平成２５年度も１４６件と、

近年１４０件台で推移しているように見

受けられます。危険物製造所等許可件数

は、平成２５年度２９３件、これは少し

ずつ減少傾向みたいですが、両方を見る

と半分ずつ査察しているように思います。

これも、査察のポイント、重要視してい

る点は何なのか、減少しているのは許可

基準が厳しくなったせいなのか、お教え

願います。

　９９点目、事務報告書４１３ページ。

保安事務事業ですが、平成２５年度の保

安３法関係施設査察件数７０件、保安３

法関係許可件数１４４件も、前年に比べ

ると減っています。決算額も、前年度に

比べて大幅に減っています。これはどの

ようなことなのか、お教え願います。

　１００点目、事務報告書４１７ページ。

指令・通信事業ですが、平成２５年度通

信指令概況で１１９番通報受付件数が５，

６０８件となっています。その中身を見

ますと、私の判断基準で考えると、その

うち市民の声、いたずら、間違い通報、

病院問い合わせ、その他の問い合わせ、

その他、計２，０２５件は緊急性がない

ように感じます。実に３６％です。１１

９番通報は、命や安全を脅かす緊急事態

の回線です。いざというときにないとは

思いますが、対応が遅れたりすると大変

です。１１９の受付対応はどのようになっ

ているのか、この問題を回避する対策を

お考えなのか、お教え願います。

　１０１点目、事務報告書４１７ページ。

１１９番の回線別では、携帯電話が約半

数を占めています。これからますます携

帯やスマートフォンが普及していきます。

現在、吹田市と指令本部の広域化を進め

ていますが、それまでに今の施設で対応

できるのか、平時はいいですが災害時な

ど、非常時に対応できるのか、多少は余

裕があるのか、お教え願います。

　１０２点目、決算書１６８ページ。消

防・救急デジタル無線整備委託料５４万

６，０００円ですが、広域連携の一つで

吹田市と共同で運用する消防指令センター

の平成２５年度を含め、進捗状況をお教

え願います。

　１０３点目、事務報告書４１８ページ。

災害応援活動事業の緊急消防援助隊登録

状況ですが、消火部隊１隊５名、救急部

隊１隊３名となっていますが、活動の内

容、将来のビジョン及び執行率が５０．

２％と低調だったのは、何かあったので

しょうか。お教え願います。

　１０４点目、事務報告書４２１ページ。

普通救命講習会実施状況や消防訓練指導

状況を見ますと、毎年大勢の方々に参加

していただいています。これは、自分た

ちの命、まち、地域は自分たちが守ると

いう大事なことです。森山市長がよく言

われる地域力も、このような訓練を通し

て養われるんじゃないかと思います。た

だ、毎年同じような訓練をすることによっ

て根づかせる、体で覚えていただくこと

も大事だと思います。ただ、新しい訓練
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等、日々取り入れてくださっているとは

思いますが、マンネリ化しないようなご

努力は何かなされているのか、お教え願

います。

　１０５点目、事務報告書４２２ページ。

火災概況ですが、出火件数が平成２５年

度１８件です。近年、徐々に減ってきて

います。これは、日々消防職員の活動の

たまものであり、本当に感謝いたしたい

と思います。その反面、警戒出動が徐々

に増えてきていますが、何か予防といい

ますか、火災前の活動に力をシフトして

いるのでしょうか。その成果が近年の火

災件数減少につながっているのでしょう

か。状況及び警戒出動の基準、消防団一

斉メールの要件、また今月１３日に台風

１９号が近畿地方に来ました。そのとき

に、警戒出動命令をメールで受信しまし

た。私も今年から消防団に入団いたしま

したので、警戒に当たらせていただきま

した。この警戒出動命令のメールは、い

つ、誰が、どのタイミングで行うものな

のでしょうか。また、吹田市からはエリ

アメールで避難準備情報をいただきまし

た。摂津市はありませんでしたが、摂津

市のエリアメールの送信依頼判断基準を

お教え願います。

　１０６点目、事務報告書４２５ページ。

消防水利の保有数ですが、平成２５年度

２，１０３か所と近年微増で推移してい

ます。保有数の確保も大事だと思うので

すが、この保有している場所、施設は摂

津市全域に満遍なく行き届いているので

しょうか。お教え願います。

　１０７点目、事務報告書４２６ページ。

消防本部車両・資機材整備事業ですが、

平成２３年度７２件、平成２４年度８６

件、平成２５年度１６６件と、今年度は

昨年度の約倍近い件数で伸びています。

車両点検、修理に近年特別に変わったこ

とがあったのでしょうか。お教え願いま

す。

　また、消防本部車両・資機材整備事業

の決算額を見ると、平成２３年度７９６

万５，７３０円、平成２４年度１億３，

３３７万６，４３０円、平成２５年度１，

１４０万２，６４６円となっています。

どうなっているのか、ばらつきが大きい

ように感じます。毎年、購入することの

ない消防車両は別項目で上げないと、全

体が見えにくく、わかりにくいように私

は感じます。予算も立てにくいんじゃな

いかと思います。毎年要るもの、臨時で

要るものを分けて平準化していくことは

できないものなのか、お教え願います。

　１０８点目、決算概要１３２ページ。

消防団活動管理事業ですが、決算を見て

みますと、平成２３年度３，１４９万５，

５２０円、平成２４年度２，６８８万６，

３３９円、平成２５年度２，４６４万５，

３５５円と、減少傾向にあります。消防

団員報酬はそんなに変わっていないよう

に感じます。近年、異常気象の多発によ

り、各地で大きな災害が起こっています。

記憶に新しいのは、今年の８月豪雨によ

る広島土砂災害です。このようなときに、

市民の命、また安心・安全を守ってくだ

さるのは消防隊員、そして地域の消防団

の方々です。その消防団の方々の重要性、

役割の大きさは、年々増してきていると

感じています。全体の金額が減少してい

る原因をお教え願います。

　１０９点目、決算概要１２８ページ。

消防職員教育訓練派遣事業ですが、大阪

府立消防学校や救急救命士養成機関など

に職員を派遣し、訓練していただいてい

ると思います。基礎的なことからしっか

り学べる大事なことだと思っています。

訓練のことですが、摂津市には山も谷も

ありません。だからといって、土砂災害
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の訓練が必要ないと言っているわけでは

ありません。摂津市は、河川に囲まれて

おります。内水氾濫などが現実的には一

番起きやすいのではないでしょうか。何

か、摂津市の地形や摂津市ならではの災

害を想定して各市町村とは違う特徴のあ

る訓練をしているのでしょうか。お教え

願います。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４３分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　答弁を求めます。

　石原課長。

○石原財政課長　それでは、中川委員の

財政課に係ります１９点のご質問にご答

弁申し上げます。

　まず１点目、決算の総括的な見解につ

いてでございます。

　委員ご質問のお金づくりについてです

けれども、言いかえれば持続可能な健全

財政ということが言えるかと思います。

この持続可能な健全財政を維持するため

に、平成２５年度につきましても黒字決

算を達成できたところでございます。

　実質収支としまして、約６億９，００

０万円を計上し、主要基金を温存し、ま

た、公債費についても減少を図ることが

できております。

　それと、各種の財政指標でありますと

か、財政の健全化判断比率においてもほ

ぼ改善を図られているところであります。

　ただ、その内容、構造を見ますと、普

通交付税でありますとか、たばこ税の増

収分、また、臨時財政対策債の発行、赤

字公債の発行ということで、依存的な臨

時的な収入によってこの収支が保たれて

いるというところでございます。

　経常収支比率でいきますと、改善され

たとはいえ、まだ９８．７％と少し気を

緩めると財政悪化につながる、硬直化が

始まるという、まだまだ脆弱な財政状況

となっておりますので、今後もより一層

の行革等を推進をしていかなければなら

ないというふうに考えております。

　２点目でございます。平成２３年度か

ら平成２５年度の歳入の推移の内容と評

価についてでございます。

　歳入に占める割合で２番目に高い国庫

支出金につきましては、歳出の扶助費で

ありますとか、普通建設事業費の執行に

連動して増減するために、この３か年に

おきましても増減しておりまして、府費

や建設事業債につきましても、それに連

動しているものでございます。

　平成２４年度と平成２５年度比で増減

の大きい財産収入では、低未利用地の売

却により、臨時的な収入で増減がしてお

るところでございます。

　それと市税収入につきましては、毎年

度、減少になっております。この市税収

入につきましては、歳入の総額の５０％

超を占めておりますので、歳入の根幹で

あるといえるかと思います。

　ただ、税制改正でありますとか、経済

状況の変化、企業活動の状況に応じて増

減することから、そういった外部的な環

境によって大きく左右される歳入構造で

あるということが続いていると考えてお

ります。

　３点目の平成２３年度と平成２５年度

の積立金を取り崩した要因でございます。

　平成２３年度におきましては、当初予

算段階で約１１億７，０００万円の取り

崩しを行いまして、決算見込みで戻した

ものの、大阪府へのたばこ税の交付金を

約９億７，０００万円財政調整基金から

取り崩したことが大きな要因となってお

ります。

　平成２５年におきましては、住民生活
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に光をそそぐ交付金を基金化いたしまし

た。それを財政調整基金に積んでいたも

のを、対象事業に充当するために取り崩

したものが大きな要因となっております。

　四つ目の標準財政規模が、平成２３年

度から平成２５年度と増加している内容

と評価でございます。

　経常的一般財源の規模を示すこの標準

財政規模につきましては、主に普通交付

税と臨時財政対策債によるものが大きな

要因と考えられます。

　今後、交付税につきましては、財政力

指数の高い本市におきましては、これま

でリーマンショック後に交付税の特別加

算枠というものがありましたが、それら

を減らされていく状況の中では、不交付

団体になる可能性が高うございますので、

また、市税の動向と合わせまして標準財

政規模が大きく左右される状況が今後も

続くと思われます。

　それと五つ目、実質収支比率の改善に

ついてでございます。

　実質収支比率につきましては、実質収

支額を標準財政規模で割ることで求めら

れる数字でございます。分母の標準財政

規模については、この３か年につきまし

ては、それほど大きな動きはないことか

ら、平成２４年度と平成２５年度の実質

収支が６億円を超えているという状況と

なっておりまして、その内容につきまし

ては、これまでの行革項目でありますと

か、先に申しました交付税でありますと

か、たばこ税の増収分の依存的臨時的な

収入によるところが大きいものと考えら

れます。

　実質収支の額につきましては、少し多

額であると認識をしておりますので、今

後につきましては、予算収支の動向を見

極めて後年度以降の負担の軽減等に図れ

るような財政運営に努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

　それと、６番目と７番目の経常収支比

率についてでございます。

　これまでの経常収支比率の構成比の推

移から数次にわたる行革の取り組みの結

果、人件費につきましては、平成１６年

度で３４．９％、それが平成２５年度は

２６．２％とマイナス８．７ポイントの

減となっております。それに対しまして、

扶助費につきましては、少子高齢化に伴

いまして、７．０％から１３．９％と６．

９ポイントの増となっております。

　これから推測できることは、扶助費の

増分を人件費の減で、これまで対応して

きたということが考えられると思います。

　それと、公債費につきましては、平成

１７年度の公債費のピークから、１３．

３ポイント減となっております。

　全体的に、経常収支比率につきまして

は、平成２４年度１００．２％と府内で

はワースト６位となっており、平成２５

年度では９８．７％の府内でワースト７

位というふうになっております。

　経常収支比率がよくない理由としまし

ては、少子高齢化による扶助費でありま

すとか、繰出金の増加といった市民生活

に直結する経常経費に関するものであり、

急激に改善するということは、少し難し

いのかなと考えております。

　ただ、臨時財政対策分を分母から除い

た経常収支比率を見ますと、依然として

１００％を超えている状況であります。

　今後、これから高齢化率の上昇により

ます老人福祉費でありますとか、障害者

福祉費、また、医療費など、社会福祉関

係の経費がどっと扶助費の増加につながっ

てくるということが考えられることと、

また、人口減少でありますとか、税制改

正によって市税の減少により収支が悪化

して、財政の硬直化が進まないように財
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政構造の転換を図っていく必要があると

いうふうに考えております。

　それと８点目、平成２５年度歳入予算

現額と収入済額との差異の内容について

でございます。

　大きな要因を占めるものとしまして、

譲与税のほうで、国税である自動車重量

譲与税の減収に伴いまして減となってお

ります。

　配当割交付金と株式等譲渡所得割交付

金につきましては、景気回復による株式

の取引により、増収となっております。

　国庫負担金、国庫補助金、また、府負

担金につきましては、歳出額の抑制によ

り、連動して減となっているところであ

りますし、また、基金繰入金につきまし

ても、それぞれの執行の差金であります

とか、不用額の発生に伴いまして財政調

整基金の繰り入れを抑えることができた

ことによるものでございます。

　また、市債につきましても、歳出の抑

制、また、小中学校費のほうで耐震事業

を繰り越したことも大きな要因であると

いうふうに考えております。

　９番目の平成２５年度歳出予算額と決

算額との差異の内容についてでございま

す。

　こちらのほうも大きな要因でご説明申

し上げますと、総務費のほうでは、事務

事業の執行差金、また、民生費のほうで

は、保育所の整備事業において繰り越し

ていること、土木費関係につきましても

吹田操車場跡地まちづくりでありますと

か、新在家鳥飼上線の整備事業について、

翌年度に繰り越していること、先ほど申

しました小学校費につきましても、耐震

事業による繰り越しが生じていることな

どが大きなものでございます。

　それぞれ翌年度への繰越事業が約１２

億６，０００万円、その他工事差金であ

りますとか、効率的な事務執行に努めた

ことにより、歳出の不用額等が出ている

ものであるというふうに考えております。

　それと、１０番目、１１番目、１２番

目の中期財政見通しの実質収支等の差異

についてでございます。

　こちらにつきましては、策定時点では

見込まれなかった給与の削減であります

とか、翌年度繰越事業の財源の交付、国

または府支出金でありますとか、市債に

よるものが大きな要因であります。

　法人税率の変更につきましては、平成

２５年１０月時点では、制限税率引き下

げの全容はまだ示されていなかったため

見込んではおりません。

　いずれにしましても、中期財政見通し

につきましては、これまで前年度の決算

を踏まえ、今後、５、６年の状況を示し

次年度の予算編成に生かすものでござい

ますので、策定時点で経済状況でありま

すとか、国の動向等を参考に歳入、歳出

について全て計上を見込んでおるところ

でございますが、今般のように、急激な

株価の上昇でありますとか、円安などに

より歳入超過、不足など収支のほうが変

動することもございますので、ご理解の

ほどをよろしくお願いしたいと思います。

　１３番目、主要基金について、今後、

適正だと思う基金のあり方についてでご

ざいます。

　それぞれの基金条例の中で、基金を取

り崩せる処分条項がございます。

　基金残高の一番多い財政調整基金の中

では、地方債の繰り上げ償還であります

とか、財源不足を生じたときの財源にあ

てることとありまして、これらのことか

ら考えますと、最低積立額としましては、

標準財政規模の２割程度と考えておると

ころでございます。

　これにつきましては、標準財政規模の
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２割を超えますと、赤字財政再生団体と

なり、行政サービスに大きな支障を及ぼ

すということが考えることから、最低と

してその程度が必要ではないかというふ

うに考えております。

　１４番目、住民生活に光をそそぐ交付

金返還金の内容についてでございます。

　こちらにつきましては、平成２２年度、

国補正によりまして、消費者の相談、Ｄ

Ｖ被害者の支援、児童虐待等、これまで

光があたってこなかった分野に予算を配

分する事業としまして、交付金で平成２

３年度基金化をしております。１，２７

０万８，０００円でございます。

　その後、平成２３年度、平成２４年度

で本市としましては、学校教育相談員の

配置事業と教育相談事業を執行しまして、

その後、その差金としまして５９万２１

０円を平成２５年度に差金分を大阪府へ

返還したものでございます。

　次に、１５番目、指名競争入札で、市

外業者でその他発注が事後審査型制限付

一般入札ではなく、指名競争入札になっ

た理由と、５件の内容と金額についてで

ございます。

　こちらにつきましては、摂津市の建設

工事の事後審査型制限付一般競争入札要

綱の中で、入札の対象が原則市内に本社、

本店を有し、設計金額が１，０００万円

以上、土木工事及び建築工事と定めてあ

るためであります。

　その他の工事を入れていない理由とし

ましては、それらの種別の中で市内業者

が少ないため、一般競争入札では競争原

理が働きにくいということからでござい

ます。

　それと、５件の内容と金額についてで

ございますが、摂津市防災行政無線等改

修工事１，６５９万円、別府小東ポンプ

外１箇所雨水ポンプ更新工事２，６１７

万５，２４０円、一津屋第２団地給湯器

取替修繕７０６万１，８００円、摂津市

立テニスコート改修工事３，３９１万１，

６００円、下水道管渠補修工事８９２万

５，０００円、合計９，２６６万４，０

００円でございます。

　１６番目、工事建設以外の２６の専門

工事の種別と企業数についてでございま

す。

　こちらにつきましては、一つの事業者

が最高４業種まで登録できますので、企

業数については、重複しているもののご

答弁となりますのでよろしくお願いいた

します。

　まず、大工で２社、左官でゼロ、とび、

土工、コンクリで１９１社、石で１社、

屋根２社、電気で２２８社、管２２６社、

タイル、レンガブロック４社、鋼構造物

７９社、鉄筋ゼロ、舗装３０社、浚渫５

２社、板金１社、ガラスゼロ、塗装１０

２社、防水４７社、内装仕上げ２２社、

機械器具設置１８１社、熱絶縁１社、電

気通信１２９社、造園６２社、さく井２

２社、建具７社、水道施設１６６社、消

防施設６８社、清掃施設２６社となって

おります。

　１７番目、入札の中で地元要件などの

縛りがあるかについてでございますが、

地元加算などの地元要件はございません

が、摂津市建設工事事後審査型制限付一

般競争入札要綱でありますとか、その他

工事では専門的な技術が必要な工事で、

施工できる市内業者が少ない、または、

ない場合には市外業者に参加をさせるな

ど、市内業者の育成も含めまして競争原

理を働かせる入札制度に努めておるとこ

ろでございます。

　１８番目、入札保証金について、契約

締結をしなかったため違約金１００分の

５以上徴収した事象についてでございま
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すが、現在、私の知る限りでは、ここ数

年ではございません。

　１９番目、契約保証金について、資材

高騰で執行途中で業者が破産した工事等、

履行できないケースが今までになかった

かについてでございます。

　倒産等によりまして、工事が完全に不

履行になったということは、私の知る限

りでは、ここ数年ではなかったと思われ

ますが、昨年、小学校の耐震補強工事等

におきまして、業者の責めに帰すべき理

由による工期遅延がありまして、遅延料

の請求と学校及び地域住民に対して極め

て重大な結果を生じさせることから、通

常３か月の入札参加停止のところを、６

か月としたものがございます。

　また、この業者につきましては、今年

度においても同種の工事の指名競争入札

においては、指名をいたしておりません。

○野口博委員長　池上課長。

○池上秘書課長　秘書課に係りますご質

問のうち、各種市長会議についてと、交

際費について、ご説明申し上げます。

　まず、市長会議でございますけれども、

会議の中身等につきましては、全国市長

会では、全国的に取り組むべき課題、ま

た、全国で９支部ございますが、支部か

ら提出された課題についての検討、協議、

また、それらを集約して国への要望、重

要問題に関しては、内閣や国会に対して

意見具申等も行われております。

　近畿市長会につきましても、近畿ブロッ

クとして取り組むべき課題、加盟府県の

課題等についての協議、集約を行われま

して、全国市長会を通じて国への要望等

を行っておられます。

　大阪府市長会では、平成２５年度は全

体会議が６回開催されまして、国、府の

施策、並びに予算に関する要望でありま

すとか、府内各市の取り組み、情報交換

等について話し合われておられます。

　また、去年、八尾空港へオスプレイの

問題等が出てきましたときにも、緊急に

役員会を開催され、知事へ市長会の意見

を申し入れるなど、緊急課題にも都度対

応されておられます。

　北摂市長会、北大阪副市長・副町長連

絡会につきましては、共通する課題に対

して、また、各市の現状や課題について

の協議や研修会等が行われておられます。

　続きまして、市交際費の支出につきま

してですけれども、平成２５年度の支出

につきましては、合計で１０９件、３９

２万６，７１０円で、そのうち、３００

万円は釜石市への復興支援として支出し

ております。残り９２万６，７１０円の

使途といたしましては、弔慰が５０件、

お見舞い２件、お祝い１件、各種会合等

に係ります会費が４３件、賛助金４件、

その他が８件となっております。

○野口博委員長　荒井参事。

○荒井秘書課参事　広報紙とホームペー

ジのご質問につきまして、お答えいたし

ます。

　まず、広報紙の配布数の根拠、内容等

につきましてですが、１日号は配布方法

を宅配業者による全戸・全事業所配布と

しておりまして、平成２５年度は発行部

数４万６，５００部となっております。

　また、１５日号につきましては、自治

会経由で自治会加入者に配布ということ

で、３万１，０００部の発行部数となっ

ております。

　この配布実態を踏まえまして、１日号

と１５日号はページ数、内容も区別して

おりまして、１日号は８ページ構成で、

内容としましては、主に各種募集、イベ

ント講座案内、相談、健康診査など、募

集やお知らせ記事を中心としており、１

５日号は４ページ構成で、市民活動情報
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でありますとか、各種啓発記事、図書の

紹介など、啓発記事や事業報告などを中

心にしております。

　情報量が増加する中、限られた紙面を

生かしまして情報を発信できるように、

例えば、レイアウトの変更や新たな特集

記事の掲載など、編集上の工夫を行って

いるところでございます。

　２点目のホームページと広報紙の広告

料についてでございます。

　まず、広報紙につきましては、全広告

枠に対しまして、平成２３年度７９．２

％、平成２４年度７７．８％、平成２５

年度８６．１％の掲載割合となっており

ます。

　また、ホームページにつきましては、

平成２３年度５８．９％、平成２４年度

７６．７％、平成２５年度７１．７％の

掲載割合となっております。

　募集方法につきましては、どちらも市

のホームページに常時募集記事を掲載し

ているほか、広報紙は毎月１日号に募集

記事を掲載しております。

　広報紙面やホームページトップ画面の

バランスから、今以上、広告枠を増やす

ことは考えておりません。

　広告を掲載していただくためには、行

政側だけではなく、広告主にメリットが

あるということが、非常に重要であり、

そのためには、今後も広告掲載をしたい

と思われるような魅力ある広報紙面、ホー

ムページづくりに取り組んでまいりたい

と考えております。

　３点目、ホームページのアクセス向上

策ということでございますが、アクセス

数は平成２２年度から平成２４年度まで

は横ばい状態でありましたが、平成２５

年度にはページ全体で年間月平均４７万

件を超え、平成２６年度に入り上半期の

月平均では約７０万件と１．５倍となっ

ております。

　しかしながら、平成２０年度から、リ

ニューアルをしていないということもあ

り、今後、知りたい情報がより探しやす

くなるよう、また、市の魅力が伝わるよ

うにすることを目標に、ホームページの

トップページのレイアウトについて、ま

ずは変更するなどの作業を進めてまいり

たいと考えております。

　４点目、広報板についてでございます

が、広報板は、平成２５年度末で２１２

台、市内に設置しております。

　市管理の広報板の新設は、市内に概ね

充足していると判断しまして、平成１４

年度から凍結をいたしております。

　現在は、老朽化したものについて、建

替え・補修を行っており、その建替えの

際には、自治会から移設のご希望があれ

ば、協議し対応をしております。

　なお、市管理以外の広報板設置につき

ましては、住宅開発時において、摂津市

開発協議基準に基づき、住宅開発事業者

と設置の協議をすることとなっておりま

す。

○野口博委員長　谷内田課長。

○谷内田政策推進課長　それでは、コミュ

ニティセンター構想事業と、観光あるき

についてお答えいたします。

　まず、コミュニティセンター構想事業

につきましては、平成２５年度に基本構

想及び基本設計をたてるべく実施をして

おります。

　この基本構想及び基本設計を策定する

に際しまして、地元の方を中心とした参

加者の方で新しい公共施設はどのように

あるべきか、これを考えていただくため

に、会合を開催したものでございます。

　この会合につきましては、参加者は自

由という形で開催させていただきました

ので、それぞれ回数ごとによって参加さ
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れる方、参加されない方がおられました

ので、参加者数の増減はありましたが、

月１回開催し、７月を第１回として第７

回を１月に開催をいたしております。

　この７回の会合を通して意見を集約い

ただいたものを最終第８回に報告会とい

う形で開催をしたときに、最終、皆さん

にご確認をいただき、それをもって基本

構想、基本設計につなげております。

　平成２５年度につきましては、そのい

ただいたご意見を集約した基本構想、基

本設計を年度末に仕上げ、今年度に実施

設計をするというふうな形になっており

ます。

　２点目の観光あるきについてですけれ

ども、これにつきましては、阪急電鉄株

式会社さま、それと、阪急京都線沿線の

９自治体が実行委員会方式でそれぞれの

自治体の魅力をアピールするというふう

な取り組みになっておりますけれども、

本市におきましては、新幹線コース、そ

れから淀川河川コース、この２コースを

設定いたしまして、それぞれ本市の魅力

の発信を行っておるところです。

　これも事前申し込み制で参加いただい

ておりますけれども、そのほとんどは、

市外の方がグループ、もしくはご家族連

れでご参加いただいております。

　また、このガイドツアーを実施しまし

た際は、参加者の方からアンケートを回

答いただきまして、その中で、摂津市に

新幹線公園の桜などきれいなところがあ

ることを初めて知った、これからもまた

来たいというふうなご回答等もいただい

ておりまして、市の魅力づくりに貢献で

きているのではないかというふうに考え

ているところです。

○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　中川委員のご質問に順

次ご答弁申し上げたいと思います。

　まず、質問番号２９の臨時職員、非常

勤職員の推移ということでございますけ

れども、臨時職員、非常勤職員の職員数

に占める割合といいますのは、全国的に

３０％を超えておりまして、本市におい

ても平成２５年度では３８％という数字

になっております。

　平成１０年度の数字が１８％ほどです

ので、この間、正規職員の定員を抑制す

るに当たって臨時職員、非常勤職員の数

が増えてきたということは、否めない部

分であると思います。

　ただ、今後におきましては、臨時職員、

非常勤職員が担っておられる業務、必要

な人数ということをしっかり見極めなが

ら、この割合というものを適正な水準に

持っていきたいというふうに考えており

ます。

　次に、３０番と３１番でございますけ

れども、人材育成、職員の基本スタンス、

それと人材育成に関わります部分でござ

いますので、総括的にご答弁申し上げま

す。

　基本スタンスというところは、平成１

８年３月に人材育成基本方針というもの

を定めております。

　この中で、目指す職員像というものも

五つほど定義しているわけなのですけれ

ども、一つは誠実かつ公正、一つが市民

の立場、目線、もう一つは人権意識、そ

れと問題意識と意欲、最後がコスト意識

と経営感覚、この五つを目指す職員像と

して定義をしております。

　この部分につきましては、憲法にもご

ざいます全体の奉仕者、住民自治、団体

自治という地方自治の本旨、このあたり

から市民サービスの担い手である我々地

方公務員の職員像ということで定義をし

ておりまして、おっしゃっていただきま

したニーズの変化であるとか、多様化の
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部分、これらについても、対応し得る職

員ということも踏まえて定義をさせてい

ただいております。

　この実現のために、どういう手段、ど

ういう手法を持って取り組んでいくかと

いうところが人材育成実施計画というこ

とになってまいります。

　現在、この人材育成実施計画について、

改定作業を進めておりまして、基本的に

は、研修と人事制度、それと業務の適正

化ということもございますけれども、そ

のあたりで働きやすい職場環境というこ

とも踏まえながらＯＪＴというところの

部分で、この３点で取り組んでいくこと

を考えておりまして、現在、見直しを進

めているところでございます。

　質問番号３２番が、研修後の検証等と

いうことでご質問をいただいております

けれども、研修を受講いたしますと、基

本的には全ての研修におきまして、研修

後の報告書というものを提出を求めてお

ります。

　これは、研修受講者自身の観点と、受

講者が受講した内容等を持って職場の中

でどういった活用というか、発揮という

かをしていただくかということを所属長

が記載するようなものになっております。

　研修を受けてすぐそれが顕著となるも

のではないかもしれませんけれども、人

事課といたしましても、この研修記録と

いうものを人事記録としてしっかり把握

して、適材適所の人事であったり、昇任、

昇格等についても活用をしていきたいと

いうふうに考えております。

　次が、３３番と３４番が、自主研究グ

ループ等のご質問でしたので、これも合

わせてご答弁をさせていただきます。

　自主研究グループの活動助成につきま

しては、現行の制度につきましては、平

成２４年度から実施をしております。

　平成２４年度、平成２５年度につきま

しては、助成額が活動に要した経費の２

分の１、上限が職員一人２万円、もしく

は、グループに対して１０万円というこ

とになっております。

　平成２４年度の活動グループが４グルー

プございまして、一つはファシリティマ

ネジメントの研究、一つがアセットマネ

ジメントの研究、一つが防災の研究、最

後が地方公会計の研究という４グループ

になっております。

　平成２５年度につきましては、このファ

シリティとアセットマネジメントの関係

が統合したような形になっていまして、

その研究が一つと、公金債権の一体徴収

の研究会が一つ、それと商店街振興の研

究会が一つということになっております。

　主な助成額、活動に要した経費の使途

でございますけれども、他市への視察の

旅費がほとんどでございまして、あとは、

図書関係の購入ということになっていま

す。

　確かに執行率につきましては、低いと

いうことにはなるのですけれども、やは

り、最近はネット上からの情報であった

り、資料であったり、かなり収集ができ

ますので、そのあたりが大きく影響して

いると。それと、不要な支出はできるだ

け控えていただいているというか、そう

いうことでこういう執行状況になってい

るというふうに認識をしております。

　次に、質問番号３５番の昇任試験、係

長試験のところでございますけれども、

係長試験につきましては、平成２６年度

から若干見直しを進めておるのですけれ

ども、平成２４年度、平成２５年度につ

きましては、合格率でいいますと、平成

２４年度が受験者が１５人中の６人で４

０％、平成２５年度が受験者２０人の４

人で２０％という数字になっております。
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　次が、３６番でございますけれども、

３６番と４０番、それと４１番と４２番

につきましては、採用試験の関係のとこ

ろでございますので、これも合わせて包

括的にご答弁をさせていただきたいとい

うふうに思います。

　採用試験でございますけれども、より

よい人材を市独自の視点で採用していく、

他市に負けないように採用していくこと

から、平成２４年度以降、この採用試験

改革というものに取り組んできておりま

す。

　もともとは北摂共同採用試験というこ

とで、北摂の市が同じ試験問題をして、

それで試験をしてきたわけなのですけれ

ども、平成２４年度、平成２５年度と、

その春の北摂共同採用試験に加えまして、

秋にやる気、元気、本気枠ということで、

摂津市独自で試験を実施してきておりま

す。

　その試験内容といたしましては、一般

教養試験というものを廃止をいたしまし

て、民間事業者でも採用試験で活用され

ております適性検査、ＳＰＩというもの

なのですけれども、これを活用、取り入

れるとともに、人物重視の視点というこ

とで、受験申込書の様式を若干、エント

リーシートということで工夫をしたり、

あと、面接の時間といいますか、内容に

ついての工夫をしておりまして、民間で

多くの採用試験を経験してきた人物にそ

の採用の部分の委託をして、それと同時

にこちらの職員でも面接をして、合わせ

て面接をしております。

　最終面接としては、プレゼンテーショ

ン面接ということも採り入れながら、採

用試験の改革に取り組んできておりまし

て、一定、その内容について、成果とい

いますかやっていけるということが見え

てきましたので、平成２６年度からは、

やる気、元気、本気枠ということで、北

摂共同採用試験から抜けて、一本化で独

自で試験をやり出しております。

　この独自で採用試験を始めるに当たり

まして、やはり、市のＰＲといいますか、

市の部分をより多くの受験の可能性のあ

る人物にアピールして、多くの方に受験

をいただくということを考えまして、そ

の就職説明会であったり、大学へ直接出

向いて摂津市のＰＲをしたりということ

に取り組んできて、この春の採用試験で

も６００人程度、この秋でも４００人程

度の応募がございまして、応募者という

部分につきましては、成果が出てきてい

るということに考えております。

　民間の採用枠の関係でございますけれ

ども、やる気、元気、本気枠の中で民間

採用枠ということで、意図的に設けてい

るわけではございません。

　年齢制限が若干高くなっている関係上、

民間経験の方が多く受験しているという

ことはあるかもしれませんけれども、人

事課として、民間経験だからどういった

今後のキャリアとかということは、特に

は考えていないというのが、正直なとこ

ろでございます。

　といいますのも、もちろん民間経験の

ある職員につきましては、やはり、接遇

の部分であったりというのは、非常に大

学卒の者と比較しますとすぐれておる部

分がございますので、そこのところの研

修は余り必要なないというふうには思っ

ておりますけれども、やはり、職員の能

力発揮という部分については、３年目、

５年目ではなく、人事といたしましては、

やはり、１５年、２０年、２５年たった

ときに、市役所にある多くの部門で、ど

この部門にいっても市民の目線で業務を

遂行できる人物というものが求められて

いると認識しておりますので、そういっ
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た意味では、入り口のところの民間経験、

四大卒、高校卒というところは大きく、

これまでの経過を見ましても変わりはな

いということで、そのような観点で取り

組んでおります。

　次が、３７番の専門能力開発向上事業

でございます。決算の数字が若干上がっ

ておるのですけれども、この数字につき

ましては、この平成２５年度につきまし

ては、研修内容そのものに係る負担金と

いうのは、ほぼ同じような額になってお

りまして、現在、釜石市に派遣でいって

いただいている職員の年に数回、往復で

こちらに戻ってくる旅費、これは約５０

万円ほどございます。

　それと、研修内容が先ほど変わってい

ないと申し上げたのですけれども、研修

の行き先が若干違ってきますと、その旅

費の部分が若干増減しますので、その部

分で、平成２５年度の決算というのが、

高くなっているという現状でございます。

　次に、３８番、現業職場活性化事業で

ございますけれども、もともと現業業務

のさまざまな課題対応といいますか、そ

のあたりは時代背景も含めて、そういう

課題対応に対応するために、研修として

の予算を確保しておったものですけれど

も、近年はその課題対応というか、その

業務内容の変化もなく、執行につきまし

ては、環境自治体会議というものがござ

いまして、そこに職員が１名研修にいっ

て、そのいった内容を持ち帰って情報共

有しているという状況でございます。

　次に、３９番の職員健康管理事業でご

ざいます。健康診断でございますけれど

も、定期的に実施をしておりまして、受

診率につきましては、本市の消防等の体

育館で実施しておるものが、例年、６０

％前後、これに人間ドックにいっている

職員がおりますので、これと合わせると、

平成２５年度については、９６．５％と

いうことで、大体９６前後の数字で推移

をしております。

　このうち、有所見者数という二次検診

を受診していただいている方の割合が、

約２５％ほどございまして、職員の健康

管理につきましては、基本的にこの健康

診断を受診していただくために、文書に

よって啓発等もさせていただきながら、

人事課に配置をしております看護師等も

個別に対応させていただいて、職員の健

康管理に努めているところでございます。

　次が、４３番の時間外勤務手当でござ

います。

　時間外勤務手当につきましては、予算

との乖離もご指摘をしていただいており

ますけれども、平成１６年度以降、時間

数にして約１万３，２７６時間、これは、

水道、消防、選挙関連を除いております

けれども、この時間数を削減、金額にし

て７，２００万円程度になると思います。

　時間外勤務時間の抑制ということは、

行革でも挙がっておるわけですけれども、

この数字そのものについては、一つは、

課長代理が管理職ということになりまし

て、課長代理が時間外に勤務した場合に

支給しておりました時間外勤務手当とい

うのが、管理職手当の中に包含されてい

るという部分で、若干、その部分の影響

ということもございますが、予算と決算

の乖離というものが、過去からも大きい

部分がございましたので、その査定をす

る段階で、予算の根拠になる数字であっ

たり、内容であったりということも精査

しながら、現在、取り組んでおるところ

でございまして、必ずしもこの数字が低

ければいいというものではございません

けれども、適正な時間外勤務時間という

ことを考えながら、今後もこの部分につ

いては精査をしていきたいというふうに
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考えております。

　次が、４４番、特殊勤務手当について

のご質問でございます。

　中川委員からもお話もございましたよ

うに、条例等で特殊勤務手当については、

定義をいたしております。

　給与条例に基づいて、著しく危険であっ

たり、特殊な勤務に従事する職員に支給

されるということで、位置づけがなされ

ているものでございます。

　人数的なところでございますけれども、

平成２５年度で、災害対策を含めまして、

３６６人に対して２，２６１万円ほどで、

災害対策を除きますと、２０６人という

ことになっておりまして、人数的には、

災害の年度による発生状況によって、対

象人数が増減するということになってお

ります。

　この特殊勤務手当につきましては、大

阪府、国との関係の中で、やはり、この

時代の中で適正であるのか、どうなのか

というところを順次精査をしておりまし

て、今後も国、府の指導も踏まえながら、

本当に必要なのであるかどうかというと

ころを、きっちり精査をして対応をして

いきたいというふうに考えております。

　最後、４６番がラスパイレス指数でご

ざいますけれども、ラスパイレス指数に

つきましては、これも少しお話しいただ

きましたように、全国の地方公共団体の

一般行政職、これを同一の基準といいま

すか、比較をするために、国の職員構成

を用いて、これは、学歴とか経験年数の

部分になるのですけれども、そのあたり

の国と比較することによって、国を１０

０としてその自治体が幾らになるかとい

うことを算出をして給料月額を比較して

いるものでございますけれども、本市は、

ここ数年、９８台になっているのですけ

れども、平成２４年度が９８．２、平成

２５年度が９８．１、これは、全国平均、

町村も含めますと、平成２４年度が９８．

９、平成２５年度が９８．８、全国の市

の平均でいきますと、平成２４年度が９

８．９、平成２５年度が９８．５と、ほ

ぼ、若干、下回っておりますけれども、

ほぼ全国平均の数字ということで言える

かと思います。

　単純に国を１００として比較するとい

う部分については、問題がないわけでは

ございませんが、例えば、国のほうでご

ざいましたら、局長級はラスの換算に含

まれないであるとか、そういったことも

ありますし、手当の差異の問題、これは、

給料月額に直接関係がない部分でござい

ますけれども、そういったこともござい

ますので、これは、単純比較かどうかと

いうことがありますけれども、一定、全

国の状況比較をするということでは、こ

のラスが現在用いられているということ

でございます。

○野口博委員長　上田参事。

○上田政策推進課参事　臨時福祉給付金、

子育て世帯に係る給付金に関するご質問

にご答弁をさせていただきます。

　平成２５年度の臨時福祉給付金及び子

育て世帯臨時特例給付金に係る執行状況

から、給付金の支給準備が遅れたのでは

ないかという、ご心配をしていただいて

おりますが、平成２５年度の事務経費の

執行率の中で、執行率が低調であったの

は事務機器の借上料でございます。

　本年２月２０日に議決いただき、４月

からの消費税率の引上げに対する配慮と

して実施されます両給付金の支給準備を

進める中で、給付金システムのパソコン

及びプリンターを当初は借り上げを行う

予定でありましたが、全庁的なパソコン

の入れ替えに伴って、旧のパソコンを情

報政策課のご協力のもと、有効利用させ
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ていただいたことなどによって、予算の

残額が発生したものであります。

　また、給付金の支給等の開始につきま

しては、大阪府が示された目安の７月１

日、支給申請受付に合わせて、６月下旬

に申請書等を対象者と思われる方に送付

し、７月１日から滞りなく受付を開始い

たしました。

　これに伴いまして、広報周知等をさせ

ていただいたのですけども、５月に児童

手当の現況届けの送付時にチラシを同封、

６月に国民健康保険での決定通知の中に、

送付時にチラシを同封させていただきま

した。

　また、公立小中学校や、市内の公共施

設にＢ２サイズのポスターの掲示をお願

いさせていただいております。

　７月に給付金チラシ、タブロイド紙版

の４ページにわたる７月１日号広報紙に

折り込みをさせていただいている次第で

あります。

　それと、後期高齢者医療保険、あと介

護保険料の決定通知の送付時にチラシを

同封させていただいております。

　８月には、摂津まつりのときにうちわ

を１，０００個配布させていただいてお

ります。

　あと、市内の医療機関及び通所介護施

設にＢ３サイズのポスターの掲示を依頼

させていただいております。

　なお、広報紙につきましては、５月１

日号から毎月１日号にご案内を掲載して

おり、９月は１５日号にも掲載させてい

ただいておりました。

　現在までの申請率の状況でありますが、

臨時福祉給付金では、７月末で４３．６

％、８月末で５５．８％、９月末で６４．

９％となっております。

　また、子育て世帯臨時特例給付金につ

きましては、７月末で５２．６％、８月

末で６３％、９月末で７２．３％となっ

ております。

　なお、９月末時点の大阪府下、豊中市

を除く４２市町村の臨時福祉給付金の平

均の申請率は、６２．１％となっており

ます。

○野口博委員長　川西課長。

○川西人権女性政策課長　人権女性政策

課に係りますご質問６点について、ご答

弁申し上げます。

　まず、４７番でございます。最近のＤ

Ｖ被害の傾向と、相談後のケアというこ

とでございますが、まず、ＤＶ被害者の

傾向といたしましては、２０代後半から

３０代前半の女性の方が被害に遭われる

ケースが最も多くなっております。

　中でも、被害に遭われた女性の家庭に

低年齢の子どもがおられるケースが大変

多く目につきます。

　このため、ＤＶ被害だけではなくて、

児童虐待のケースが疑われたこともあり

ますので、相談内容が大変複雑化してい

るという印象を持っております。

　次に、ＤＶ相談後のケアでございます

が、これもケースによってさまざまでご

ざいまして、この場でなかなか具体的な

事例まで申し上げることが難しいのです

けれども、特に生命の危険があるような

悪質なＤＶ事案につきましては、大阪府

女性相談センターや警察を通じまして、

緊急一時保護を行っているところでござ

います。

　続いて、４８番目のご質問でございま

す。人権啓発推進施策要望事業について、

ご説明いたします。

　これは、国や大阪府に人権施策を求め

る事業でございまして、決算の金額は、

全て会議や陳情に出席するための旅費で

ございます。

　執行率ですが、平成２５年度は東京な
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ど遠方への会議、陳情活動がなかったた

め、執行率は約４０％となっております。

　平成２５年度の具体的な要望ですけれ

ども、具体的に大阪府育英会奨学金制度

の拡充であるとか、ＤＶ被害者支援策の

拡充、また、都道府県単位でやっておら

れます土地取引差別を防止するための不

動産業者への啓発指導、これらを大阪府

下の市町村全てとりまとめて要望いたし

ました。

　また、ここ数年の傾向でございますが、

要望内容は、教育や福祉分野についての

人権課題を要望することが大変多くなっ

ております。

　続いて、４９番目、摂津市における各

種審議会など、政策方針決定の場への女

性の参画率についてご説明申し上げます。

　まず、平成２４年度までは、毎年女性

の参画率は２７％前後を推移しておりま

した。

　しかし、平成２５年度では、この参画

率が３４％まで上がりました。このアッ

プした要因なのですけれども、全庁的に

附属機関の見直しがなされまして、これ

に伴いこの参画率の調査対象となる審議

会や会議も見直しも図りました。

　その結果、調査対象となる審議会等が、

これまでの３５から４５へと増えました。

この増えた中に女性の参画率が高いもの

が含まれていたとご理解ください。

　続いて、５０番目のご質問でございま

す。せっつ女性大学についてご説明いた

します。

　せっつ女性大学の目的ですが、男女共

同参画の視点をしっかりと持って、地域

などで活躍できる女性の人材を育成する

ことでございます。

　連続講座になっておりまして、前期の

５回を基礎講座、続く後期の５回を情報

発信や企画力を磨く発展講座として、全

１０回の連続講座を開催しております。

　平成２５年度は１８名の方がこの講座

を修了されました。現在、修了生の皆さ

んは自主的に活動グループを起ち上げら

れましたり、また、市の各種審議会の委

員を引き受けていただくなど、いろいろ

な方面で活躍をされておられます。

　続きまして、５１番目、男女共同参画

についてのお答えでございます。

　摂津市では、男女共同参画社会を実現

いたしますために、コミュニティプラザ

の１階に男女共同参画センター・ウィズ

せっつを設置しております。

　ここを拠点施設といたしまして、いろ

いろな啓発講座の開催、また、市民の自

主グループの活動を支援、情報誌の発行

や図書の貸し出しなどを行っております。

　これらの取り組みを通じまして、男女

共同参画社会の実現を目指しております。

　最後に、５２番目、平和施策推進事業、

それから、平和月間の取り組みについて

ご説明いたします。

　摂津市では、毎年７月、８月を平和月

間と定めまして、戦争の悲惨さと平和の

尊さを訴える取り組みを進めております。

　具体的には、事務報告書３２ページに

ありますとおり、平和演劇祭、平和パネ

ル展、広島市平和記念式典への市民派遣

などを行っております。

　その中でも平和演劇祭は、平和都市宣

言３０周年の中核をなすイベントと位置

づけまして、劇のストーリーも完全なオ

リジナルで開催いたしました。

　開催日が夏休み最後の日曜日というこ

ともございまして、親子連れを中心に２

８９人もの市民の方に参加いただきまし

て、平和について考えていただくいい機

会になったと思っております。

○野口博委員長　東角部参事。

○東角総務部参事　５３番目の市史編さ
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ん事業に係ります進捗状況と今後の見通

しについて、ご説明申し上げます。

　まず、平成２３年７月から本格的な市

史編さん事業がスタートいたしました。

　現在、平成３２年度、それから平成３

３年度の新修摂津市史の発行に向けまし

て古文書でありますとか、それから、史

料叢書、それから、発行されております

刊本史料などを収集して分析をしている

ところでございます。

　平成２５年度末におきまして、史料提

供にご協力いただいております状況でご

ざいますが、個人につきましては、市民

の方々延べ９名、１万２，７２５点と衣

装ケースや柳行李などで２箱。それから、

地域の区有文書でありますとか、大学関

係などからお借りしております史料が、

団体では延べ１２団体、１万３，０１７

点と５５箱をお預かりしておりまして、

点数にいたしまして３万点以上を、現在

お預かりしている状況でございます。

　今年に入りましても、鶴野新田でござ

いますとか、鳥飼上之村でございますと

か、あるいは、一津屋村などからご協力

の申し出をいただいておりまして、市域

での新たな発見につながるような史料の

提供が期待される状況にございます。

　現在、その撮影のほうが、史料がドン

ドンとまいります状況で、追いつかない

状況にございます。

　それから、今後の見通しについてでご

ざいますが、これまで刊行物といたしま

しては、平成２４年１１月と平成２６年

４月に「市史編纂だより」を発行いたし

ております。３．１１の震災のほか、大

日本の地図を作成されました伊能忠敬が

鳥飼下之村に上陸をされて、一津屋村か

ら尼崎までの神崎川の測量などをされて

いる内容などを掲載しております。

　それから、平成２５年度といたしまし

ては、１０月には、鳥飼村でありますと

か、味生村の「昭和２８年台風１３号災

害写真集」発行を、また講演会などを開

催させていただいており、当時の緊迫し

た災害への対応や復興に向けてのご尽力

をいただいている内容を掲載しておりま

す。

　今後といたしましては、市史編さん委

員会でご協議をいただいておるところで

ございますが、平成３２年度、それから

平成３３年度の発行を予定しております

種本となります内容といたしまして、平

成２６年度には、近代明治以降の学校教

育史料集を考えており、平成２７年度は、

具体的な内容まではまだ協議されており

ませんが、近世の史料集、平成２８年度

には、古代の史料集の作成に向けまして、

調査・撮影・解読・目録化・分析などを

していく予定にございます。

○野口博委員長　松方課長。

○松方総務課長　中川委員からいただき

ました質問１０点について、ご答弁申し

上げます。

　まず１点目、庁内印刷事業の認識と見

通しということで、事務報告の数字から

いただいております。

　この上質紙・ザラ紙・再生紙、この購

入ベースでございますが、内訳としまし

ては、ザラ紙が７５％、再生紙約１０％、

上質紙１０％で、あと再生の色上質が５

％という内訳でございまして、総務課と

しましては、できるだけ効率的に、それ

からザラ紙が一番安価でございますので、

一番安いもので見れるような形、ただし

印刷につきましては、庁内印刷というこ

とで、各課から上がってくるものを印刷

しております。

　そのため、例えば学校関係であれば、

指導要録とか、健康診断票でありますと

か、保育所・幼稚園・小・中と関わる年

－36－



度当初に要るような定型的な所定の様式

のものがございますので、この分につい

ては、上質紙を使って保存が効くような

形にしている状況でございます。

　また、あと福祉関係では、介護保険等、

認定審査の申請用紙でありますとか、こ

れも法定で決まっているものがございま

すので、それを必要な枚数印刷している

ところでございます。

　それから、環境ということがございま

したので、基本的には、Ａ４で完結する

ような原稿づくりをお願いしているとこ

ろでございます。

　購入ベースにつきましては、印刷につ

いてはＡ４なんですけれども、購入する

際は、割安になるＡ３の大きさで一締め

ごとで購入しておりまして、Ａ４で購入

するよりも３割ほど安く購入できるとい

うところがありまして、そういうところ

で工夫をしているところでございます。

　また、事務報告書に上がっております

はがきの印刷につきましては、これは保

健福祉課でがん検診のお知らせでありま

すとか、幼児・育児の健診のお知らせで

ありますとか、そういったもののお知ら

せの印刷をしているものでございます。

　２点目につきまして、例規集委託料の

件数の減ということでございますが、例

規集につきましては、平成２４年と２５

年で、内訳を見ますと、条例・規則・規

程・要綱等ございますが、規則の制定件

数が２９件開きがございました。

　要因としましては、平成２４年に障害

者自立支援法、それから児童福祉法及び

住民基本台帳法の改正並びに外国人登録

法の廃止に伴う規則改正が多かったとい

うところが要因でございます。

　この今の要因で申し上げますと、障害

者自立支援法及び児童福祉法の改正に伴

うものが７件、住民基本台帳法、外国人

登録法の改正並びに外国人登録法の廃止

に伴うものが１０件でございます。

　件数では、こういう状況になっておる

んですけれども、委託料の積算としては、

ページ数ですね、１件の条例改正であり

ましても、ページ数によって影響がござ

います。

　前年のものと比較しますと、２５年度

は、ページ数が９８６ページ年間ござい

ました。その前年は１，５７４ページと

いうところで、単に改正件数ではなくて、

各例規のボリュームというところに影響

がございます。

　続きまして、３点目、行政法律相談の

基準、頻度、特徴、推移等ということで

ございますけれども、本市では、宮崎綜

合法律事務所と高田明夫法律事務所に顧

問委託をお願いしているところでござい

ます。

　傾向と推移でございますが、特段、そ

ういう推移的なものはございません。件

数から申し上げますと、２５年度につい

ては、人事課が６件、納税課が２件、高

齢介護課が１件、下水道業務課が２件、

下水道事業課が１件、都市計画課が１件、

道路管理課が２件、教委総務課が２件と

いうことで、中身につきましては、やは

り権利関係で争うもの、土地については、

明示の関係、境界の関係、あと職員につ

いては、分限の関係、そういったところ

で弁護士相談に行っております。

　中身につきまして、政策的に聞くので

はなくて、各課がこういう方針で行くと

いうことについて、法的にどうなのかと、

専門のご意見を伺うという形でございま

す。

　続きまして、４点目の市政功労者の選

考基準ということでございますが、市政

功労につきましては、表彰の内規という

ものを備えております。
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　まず、市政功労の種類でございますが、

功労賞、それから善行賞、それと感謝状

という形になります。

　功労賞の内訳でございますが、一つは、

自治功労賞、教育文化功労賞、防災功労

賞、産業功労賞、福祉衛生功労賞という

部門に分かれております。

　それとは別に、前年に叙勲を受けられ

た方につきましても、功労賞として表彰

の対象に上げております。

　それから、最後の善行賞でございます

が、善行賞につきましては、公益のため

に私財の寄附があった等、そういう者、

または団体について表彰をしているもの

でございます。

　続きまして、感謝状のほうでございま

すが、感謝状につきましては、過去に行

政委員会の委員の職にあったもの、また

民生委員、保護司、人権擁護委員、消防

団長、副団長であった者、そういった方々

の年数に応じて感謝状の表彰の対象にし

ております。

　どういった方が対象になられるかとい

うことなんですけれども、個人名はちょっ

と避けますが、功労賞として平成２５年

度は６名の方が対象になり、受賞されて

おります。自治功労賞が１０名の方が受

賞されております。教育文化功労賞とし

ては、３名の方が受賞されております。

防災功労賞が１名でございます。福祉衛

生功労賞が１名でございます。善行賞は

３名でございます。感謝状の行政協力と

しましては、１７名の方が表彰になって

おります。

　次に、事務報告書に市政功労者の名前

を記載するということでございますが、

毎回、その月の広報には、こういう方が

受賞されましたということは載せており

ます。

　ただ、常時、こういう事務報告の中に

掲載するということはちょっと控えてお

るところでございまして、その理由と言

いますのも、毎年、総務省等から叙勲を

受けられた方等が新聞とかにも上がりま

すけれども、そういう方を狙って振り込

め詐欺とか、また皇室図書販売をしむけ

るであるとかというような被害が起こっ

ております。

　こういう事務報告に載せますと、情報

コーナーにおきましては、誰でもが見れ

る状況にありますので、ちょっとそこの

辺につきましては、控えておるところで

ございます。

　続きまして、情報公開等の公開・非公

開についてでございますが、情報公開に

つきましては、私ども条例のほうで定め

ております。行政文書公開請求及び保有

個人情報開示請求の公開・非公開の基準

につきましては、それぞれの条例で非公

開となる場合の基準を規定しておりまし

て、その規定の該当性で判断しておりま

す。

　ちなみに、情報公開請求については、

摂津市情報公開条例第６条第１項に、個

人情報開示請求につきましては、摂津市

個人情報保護条例第１３条にそれぞれ規

定しております。

　主な内容としましては、公開しないこ

とができる行政文書としてどういうもの

があるかということと、それから個人情

報につきましては、開示できないことが

できる保有個人情報としてどういうもの

があるかということを例示をして挙げさ

せていただいております。

　特に、情報公開請求の方で申し上げる

と、やはり法令で禁止されているもの、

もしくは人の生命、健康、生活、財産を

保護するために公にすることが必要であ

ると認められる情報、それから個人情報

の方につきましては、公開することによっ
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て生命、健康、生活または財産を害する

おそれがある情報、それと先ほど申し上

げた法令秘、法令によって開示すること

ができないとされている情報が主なもの

でございます。

　続きまして、７番目に公開件数の増と

傾向につきましてでございますが、２４

年度と２５年度を比較してということで、

２４年度が４３件、２５年度が４４件で

ございまして、過去の合計件数を見ます

と、平成２１年度から見ておるんですが、

平成２１年度が２２件、平成２２年度が

２８件で、平成２３年度が４１件、２４

年度が４３件、２５年度が４４件となっ

ております。

　この平成２２年から２３年にかけて数

が増えたということでございますが、こ

の時期から、特に保険業者、市の方でい

ろんな保険、ボランティア保険でありま

すとか、いろんな保険に入っておるんで

ございますが、その分についての公開請

求が増えております。

　同じ業者が毎年のように公開請求をさ

れまして、それを自社の資料にされてい

るというところでございます。

　公開請求につきましては、何のために

ということが聞けませんので、条例に照

らして公開すべきものでない限りは、公

開していくということでございます。

　今の業者での件数でいきますと、２５

年度は四つの業者から２１件の請求が来

ておりますので、ほぼ半分ぐらいがその

業者の請求かなというところでございま

す。

　それから、８番目に、文書発送処理の

内容状況でございますが、平成２４年度

で支出済額として３，２１０万９，５０

５円と、平成２３年度で３，３２８万８

２８円ということで、今年度が減ってお

るということなんでございますが、郵便

につきましては、各課で持たれている予

算、それから総務課支払い分ということ

がありまして、昨年までは選挙がずっと

続いておりました。選挙がある月につき

ましては、一応、急な発送とか、不在者

でありますとかというときに対応できる

ような形で、少し切手等で余分を持って

おるというところがございます。

　ですので、その前年と比べますと、２

４年度の切手の購入が約１１５万円あり

ましたが、２５年度は２０万円と、後納

郵便につきましても、約５％であります

けれども、１５７万円ほど少なく済んで

おるというところで、その実態的な郵便

の量が減ったということもあるんですけ

れども、１番は、そういう選挙用の切手

を控えたということがあります。

　それから、郵便につきましては、郵便

のほうの制度自体が年々変わってくる状

況でもありまして、今まで簡易書留、書

留で出すべきものがレターパックという

ような新商品ができて、その分、物に合

致すれば、料金が６０円から百何十円と

安くなるのが出てきましたので、それに

対応しまして、簡易書留で出すのがいい

のか、それともレターパックで出すのが

いいのかというところを勘案しまして、

簡易書留で原課から来たものについても、

総務課のほうから、これはレターパック

で出すほうが安くなるので協力してくだ

さいということで、そういう協力を毎日

お願いしているところでございます。

　それから、マイクロフィルムの基準に

ついてでございますが、マイクロフィル

ム作成の保存の線引きということなんで

すけれども、マイクロフィルムにつきま

しては、私ども規程を設けておりまして、

摂津市マイクロフィルム撮影等事務取扱

規程ということで、その第３条に、主に

永年保存の文書について作成していると
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ころでございます。

　第３条を読み上げますと、「マイクロ

フィルムに撮影する文書は、摂津市文書

取扱基準第３条第７号に規定する保存文

書のうち永年保存すべきものその他総務

課長が必要と認めたものとする。」とい

うふうにしておりまして、基本的には永

年文書にしております。永年文書は廃棄

できませんので、増えることがございま

すので、そういうマイクロフィルムに落

として保存していくということでござい

ます。

　その他必要と認めたものというのはど

ういうものが当たるのかと言いますと、

やはり学校関係の図面でありますとか、

その後、大規模改造とかするときに、ど

うしてもそういう図面、また下水等の図

面でありますとか、そういったものにつ

いては、必要と認めたものとしてマイク

ロに落としているところでございます。

　それから、最後の１０番目のマイクロ

フィルム作成をデジタルスキャンで対応

できないかということについてでござい

ますが、マイクロフィルムというものに

ついては、耐用年数が基本的には最長５

００年というふうに言われておりまして、

保存性にすぐれておるということで、永

年保存の文書を媒体変換先として有用で

あるというふうに考えられております。

　デジタルスキャンした文書につきまし

ては、やはり改ざん性の問題が指摘され

ておりまして、その点、マイクロフィル

ムは改ざんが難しいということで、国内

外の判例でも、法的証拠能力があるとい

うふうに立証されておりますので、私ど

もとしましては、デジタルスキャンの対

応は現在のところ考えておらない状況で

ございます。

○野口博委員長　西川課長。

○西川防災管財課長　防災管財課に係り

ます１４件のご質問にお答えさせていた

だきます。

　６４番の南海トラフ巨大地震の取り組

みについてでございます。

　南海トラフ巨大地震の被害想定は、平

成２４年８月に国が被害想定を発表して

おりまして、全国で３２万人の死者が発

生するという大きな被害想定になってご

ざいます。

　その後、平成２５年１０月に大阪府が

被害想定を行い、大阪府下では国の想定

を大きく上回る最大死者が１３万人とい

う被害想定をされ、また経済被害等も示

され、その後、大阪府のほうで地域防災

計画の修正がなされてございます。

　本市においても、平成２５年度より地

域防災計画の修正を行っており、アンケー

ト調査や、それから女性専門委員会の開

催、庁内検討会を開催して、現在、意見

の集約を行うなど、順次、作業を進めて

いるところでございます。

　計画の修正のポイントでございますが、

命を守るための地域防災力の向上と、そ

れから市職員の防災対応力の強化という

ことで、防災教育や地域への災害啓発を

通じた地域防災力を強化するとともに、

実効性のある計画とするため、各種マニュ

アルを推進し、災害に備えた全庁的な体

制構築に向けた取り組みを行っていきた

いと考えてございます。

　続きまして、６５番、土地開発公社の

補給金についてございます。

　本来、土地開発公社が取得した土地は、

速やかに市に買い戻しがされるべきもの

でございますが、市の財政状況の中から

それが実施されず、不健全な公社運営を

続けてきました。

　公社借り入れの利息を補うため、平成

１９年度より２，５００万円ずつ、平成

２３年、２４年には２，０００万円ずつ
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ということで、合計１億４，０００万円

の補給をしていただいております。

　２５年度には、健全化に向け、公社が

保有する４件の土地を買い戻し、新たな

事業が実施されるまで休止状態とするた

め、当面の運営費用を残し、市のほうに

補給金の返還金として２，７００万円を

返還してございまして、２５年度、補給

金はございません。

　続きまして、６６番目、集会所の補修

のスタンス、それから補修の状況、地元

の反応、利用状況についてでございます。

　集会所の修繕につきましては、日常管

理をしていただいている管理者から直接

修繕の依頼を受け、すぐに現場に行き、

確認し、対応してございます。

　特に、最近は高齢化が進み、和式便所

から洋式便所への変更や、手すり、それ

から床のフローリングへの要望が多くな

りつつございます。

　修繕内容の主なものとしましては、集

会所の屋根の修繕でございますとか、外

壁等の修繕、床の修繕や、それからトイ

レの改修などがございます。

　地元の反応としましては、集会所の管

理者よりいろいろな要望が寄せられます

が、限られた予算であることから、全て

に対応できる状況ではない事情がござい

ます。

　地元管理者には、市の事情を丁寧に粘

り強く説明することでご理解をいただい

ていると考えてございます。

　また、利用状況につきましては、ばら

つきがございまして、２５年度で見ます

と、多くは４００回以上使われていると

ころ、ほぼ毎日利用されているところ、

少ないところでは、わずか５０回を切る

ような場所も５か所ほどございます。

　続きまして、６７番目、庁舎管理の樹

木借上料でございます。

　樹木借上料の内容につきましては、市

庁舎の新館、本館における樹木の借り上

げを行っておりまして、従前から１階の

ロビーに約７０鉢余りの樹木を設置して

ございました。

　しかし、１階のロビーの有効活用とし

て、ロビーコンサート等のイベントが実

施されること、それから各種行政業務の

受付窓口を設置することや安全面からも

見直しを行い、２５年度におきましては、

支出を見合わせたものでございます。

　続きまして、６８番目、市有財産管理

事業におけます保険料につきまして、回

答申し上げます。

　保険料につきましては、２種類ござい

ます。全国市長会市民総合賠償補償保険

料、それから建物総合損害共済保険料が

ございます。

　全国市長会の保険につきましては、市

民に対して施設の瑕疵等で、市が法律上、

賠償責任を負担することによって生じる

保険金を支払うものでございまして、対

象となる施設は、市役所や文化施設、ス

ポーツ施設、公園などの公共施設が対象

となりますが、学校や市営住宅、上下水

道施設や道路は対象外でございます。

　それから、建物総合損害共済保険料に

つきましては、市内の施設に対する損害

保険でございまして、侵入や建物被害が

ございました場合に、対象となるもので

ございます。

　対象は、特別会計を除く市の施設、一

般物件で言いますと、１７３施設、それ

から住宅物件の４件でございまして、１

７７件が対象でございます。学校施設も、

ここには含まれてございます。

　続きまして、６９番目、市営鯵生野・

鳥飼野々団地の解体工事の進捗状況につ

いて、ご説明申し上げます。

　市営鳥飼野々団地の解体工事につきま
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しては、木造の平屋及びＲＣの２階建て

の住宅の解体を行ったものでございまし

て、平成２４年１２月１４日までの工期

で、２４年度中に工事は完了してござい

ます。

　また、市営鯵生野団地の解体工事につ

きましては、ＲＣの５階建ての２棟を解

体したものでございまして、工期のほう

が、当初、平成２５年２月８日まで契約

工期となってございましたが、地元説明

会、地元調整により工期を要することに

なったため、明許繰越の手続を行って、

平成２５年４月３０日で工事を完了して

ございます。

　続きまして、７０番目、解体工事に伴

うトラブルの有無についてでございます。

　両団地とも事前に工事の説明会を行い、

工事に着手してございます。周辺住民の

方々からは、解体工事でございますので、

振動や騒音に対し懸念するご意見や解体

ガラの車両の出入りの安全対策について

のご意見をいただき、交通整理員の増員

や子どもたちの通学時間帯を配慮した工

事時間を設定して、それを厳守して行っ

てまいりました。

　特に、鯵生野団地のほうでございます

が、地元４自治会と工事協定を締結いた

しまして、住宅内の工事車両の制限、そ

れから騒音振動計を増やすなどの対応を

行いました。

　その後、期間中には大きなトラブル等

はなく、周辺住民のご理解により、工事

完了に至ってございます。

　続きまして、事務報告書４２ページの

公共用地の取得及び処分についてでござ

いますが、１番目の用地買収関係でござ

います。

　ここに上がっております件数、公衆用

道路１件１３筆等ございます。こちらは、

道路管理課が行っております公衆用道路

内の旧の農林水産省の用地を払い下げた

ものでございます。

　それから、次の道路予定用地につきま

しては、３件６筆となってございますが、

こちらは、まず正雀駅前の道路拡幅工事

に合わせまして、道路交通課が用地買収

を行ったものでございまして、２件の３

筆になってございます。

　また、もう１件につきましては、都市

計画課が行っております新在家鳥飼上線

の道路拡幅工事に合わせて、１件の３筆

の用地買収を行ってございます。

　続きまして、市営住宅管理事業におけ

ます昇降機保守委託料についてでござい

ます。

　対象となる施設は、共同住宅でござい

ます５階建ての一津屋第１団地の１基、

それから６階建ての一津屋第２団地の１

基、それから６階建ての三島団地の２基、

定員は全て９名のエレベーターが対象で、

建築基準法第１２条第３項に基づく定期

点検や報告書の提出、それから遠隔監視

点検、異常監視、直接通話サービス等の

委託を行ってございます。

　委託先は、大阪ビル管理でございまし

て、総合管理により契約を行ってござい

ます。

　続きまして、７３番目の防災資機材及

び備蓄用品の現状と今後の方向性につい

てでございます。

　現在の防災資機材につきましては、各

小学校にございます防災資機材倉庫に懐

中電灯や救急セット、バールやハンマー

等の資機材のほか、簡易トイレや非常用

水袋などがおさめられてございます。

　また、救命用のボートにつきましても、

３艇準備してございます。

　備蓄としましては、平成２６年４月現

在でございますが、乾パンを１万５，０

００食余り、アルファ化米が１万食余り、
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粉ミルクやおむつなど、飲料水やトイレ

の備蓄などを市役所や小・中学校に配備

してございます。

　備蓄や資機材の今後の方向性について

でございますが、府の備蓄の考え方を踏

まえた整備をしておりまして、その基準

についてはクリアしてございます。

　しかし、先日開催しておりました女性

の専門委員会からのご意見や、それから

大阪府においても南海トラフの想定がな

されていることから、備えていくものに

ついては検討しているところでございま

す。

　また、防災資機材についても、主に避

難所で使用する物品、簡易トイレや着が

えスペースなど整備を検討してまいりた

いと考えております。

　それから、７４番目、情報伝達整備事

業のＪ－ＡＬＥＲＴの整備のシステム内

容について、それから問題点についてで

ございます。

　Ｊ－ＡＬＥＲＴは、人工衛星から直接

情報を受けて、行政無線による国から市

民まで瞬時に情報が伝達できるシステム

でございまして、Ｊ－ＡＬＥＲＴで配信

される情報につきましては、弾道ミサイ

ルの情報であるとか、航空攻撃の情報、

それから緊急地震速報などでございます。

　摂津市でも、平成２２年にＪ－ＡＬＥ

ＲＴの整備を行っておりますが、情報発

信を行う防災行政無線側がアナログ方式

であるため、自動起動が行えないような

状況でございました。

　国の防災情報通信整備事業交付金を利

用し、老朽化していた防災無線の操作卓

を更新して、Ｊ－ＡＬＥＲＴの自動起動

装置が接続可能となり、今年６月に国か

らのＪ－ＡＬＥＲＴを通して緊急地震速

報の訓練を行ったものでございます。

　続きまして、７５番目、電波使用料、

ＭＣＡ使用料の金額についてでございま

す。

　先ほどと同様に、国の交付金を活用し

て、老朽化していた防災行政無線の移動

系無線をＭＣＡ無線という方式に更新い

たしました。

　ＭＣＡ無線の使用料につきましては、

通話料を移動無線センター、それから電

波使用料を近畿総合通信局にお支払いす

ることになっており、合計で４７万５，

９１５円を支払ってございます。これは、

通話の増減に関係なく定額となってござ

います。

　続きまして、７６番目、自主防災訓練

の内容と行政の取り組み方、関わり方に

ついてでございます。

　自主防災訓練は、毎年１１月から２月

にかけて、地域の自主防災組織が中心に

なり実施されてございます。

　それぞれの地域の訓練では、避難訓練、

それからＡＥＤ、煙体験ハウスや消火器

訓練などが行われております。

　訓練実施に当たっては、自主防災組織

で大枠を決め、それから防災管財課と消

防本部で自主防災会の打ち合わせを行い、

最終決定をしてございます。

　課題としましては、参加者や訓練内容

が固定化していることが課題となってご

ざいますが、市では、２５年度から全国

で大雨が降っていること、その辺も踏ま

えて、洪水ハザードマップの説明を一部

で採り入れるなど工夫をしております。

　引き続き、訓練内容につきましては、

幅広い年齢の方が参加されるように内容

の工夫を検討してまいりたいと考えてお

ります。

　それから、避難準備情報の発令につい

てお答えさせていただきます。

　台風１９号の接近に伴いまして、近隣

市は避難準備情報を発令しておりました
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が、市では発信してございません。

　避難準備情報や避難勧告等の発令基準

につきましては、避難勧告等判断マニュ

アルを作成してございまして、河川の状

況や降雨状況から判断して、市がそれら

の情報を発信することになっており、今

回もそのマニュアルに沿って判断したも

のでございます。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　情報政策課に係り

ますご質問２点につきまして、お答えさ

せていただきます。

　まず１点目、電子自治体の取り組みと

将来のビジョンについてでございますが、

本市におきましては、平成２０年にオー

プンシステムを導入いたしました。

　電子自治体システム借上料につきまし

ては、コンビニ収納や電子申告、申請サー

ビスに対応するため、システムを構築し

た経費等となっております。

　今後は、マイナンバー制度導入により、

平成２８年１月より個人カードが配付さ

れる予定となっております。

　この個人番号カードを利用して、コン

ビニエンスストアにおいて、住民票や印

鑑登録証明書の交付、またマイポータル

サイトから情報提供など、より利便性の

高い市民サービスを提供できるよう検討

してまいりたいと考えております。

　２点目、ＯＡ機器管理事業費の減額に

ついてでございますが、ＯＡ機器管理事

業費のパソコン等借上料につきましては、

平成２０年度から３年間に老朽化したパ

ソコンの更新・拡充をさせていただきま

した。

　平成２４年度より減額となっておりま

すのは、平成２０年度に導入いたしまし

たパソコンのリース支払いが終了いたし

ましたことが要因でございます。

○野口博委員長　和田部参事。

○和田総務部参事　市民税課に係ります

３点のご質問につきまして、お答えいた

します。

　まず７９番目、市税決算額の推移につ

いてでございますが、平成２２年度の市

税決算額は１８８億円でございました。

それが、平成２４年度には１７８億円と

いうことで、１０億円の減となっており

ます。

　その主な要因といたしましては、平成

２２年度、市税の中のたばこ税収入が２

５億円を超えておりましたけれども、２

４年度には１５億円を割る状況になった

ということが、その主な要因と考えてお

ります。

　続きまして、８０番目です。個人住民

税についてのご質問でございます。

　平成２５年度の個人市民税決算収入額

は、４１億４，７４５万６，８４２円で、

対前年度比１，２９８万８，９７６円、

０．３％の減となっております。

　これは、所得は前年度水準を維持した

ものの、社会保険料等の所得控除額が増

加したことによるものと考えております。

　税収が右肩上がりで上昇いたしました

バブル崩壊前の状況から見て、長期にわ

たるデフレから日本経済が脱却すること

が、税収回復にとりまして最重要課題と

認識をいたしております。

　また、摂津市の個別要因といたしまし

ては、平成２０年度から続いておりまし

た納税義務者数の減少傾向が南千里丘の

大規模マンション入居に伴う人口増によ

り、２４年度において歯どめがかかって

おります。

　委員のご指摘にもありました人口減少

社会への対応が市の未来を左右する極め

て重要かつ全市的な課題との認識をいた

しております。

　続きまして、８１番目、法人市民税に
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つきましてお答えいたします。

　平成２５年度の法人市民税決算収入額

は、１６億７，７９０万８３１円で、対

前年度比２億７，４３１万９，２４９円、

１４．１％の大幅減となりました。

　これは、市内主要法人の特別損失計上

に伴うものでございます。

　法人市民税は、景気変動の影響を大き

く受ける税であり、本市におきましても、

リーマンショックによる景気後退により、

平成２０年度２８億２，０００万円あっ

た税収が翌年度１５億円と、ほぼ半減し

たことからも、安定した税収が期待でき

るものとは認識をいたしておりません。

　前議会で条例改正をいたしました法人

市民税の一部国税化に伴う税率に引き下

げ、今後予想されます国際競争力強化の

ための法人所得課税実効税率の引き下げ、

消費税率１０％導入段階における法人市

民税のさらなる国税化等を考えますと、

中期的な税収見通しは非常に厳しいもの

との認識をいたしております。

○野口博委員長　中西課長。

○中西固定資産税課長　固定資産税に係

ります三つの質問に対しましてご答弁申

し上げます。

　まず、固定資産の下落に歯どめをかけ

る対策及び認識、それと固定資産税をアッ

プさせる対策について、この２点を合わ

せてご答弁させていただきます。

　固定資産税の下落要因は、地価の伸び

悩みによるものにほかならないというふ

うに考えておりまして、土地評価の指標

となります、ここ数年の地価公示価格の

下落率は、市内平均で、平成２４年から

マイナス１．５％、マイナス１．０％、

マイナス０．３％と縮小傾向に推移して

おります。

　また、大阪府地価調査におきましても、

同様に平成２４年からマイナス１．２％、

マイナス０．３％、そして今年２６年に

は０％となっておりまして、バブル崩壊

以降の大幅な下落はおさまりつつあると

考えております。

　まだ、安威川以南地域などで一部軽微

に下落しているポイントもあるんですけ

れども、ほぼ摂津市内の地価自体は安定

期に入ってきたのではないかというふう

に考えております。

　今後とも、地価の動きを十分注視しな

がら、適正な評価には努めてまいりたい

というふうに考えております。

　固定資産税をアップさせる対策という

ことですけれども、固定資産税をアップ

させるのに必要な土地の評価の伸びとい

うことに関しましては、市場の取引価格

というのが影響を大きく受けますので、

景気との連動で、この実勢価格が上昇し

ない限りは、なかなか土地価格のアップ

にまでは及ばないのではないかというふ

うに考えております。

　ただ、市税収入全体的に見ますと、こ

の平成２５年度決算の決算ベースでいき

ますと、確かに土地と償却資産につきま

しては、軽微ながら若干減少という形に

なっているんですけれども、家屋におき

ましては、新増築家屋の増というのが見

込まれて増しましたので、その影響で、

現年課税分では、一応０．３％増という

形にはなっております。

　それと、もう１点の固定資産税納税義

務者数の変化、それと現状の分析につい

てお答えさせていただきます。

　固定資産税納税義務者の推移につきま

しては、土地・家屋・償却資産の免税点

以上の実数では、平成２２年から平成２

６年までの５年間の推移で見ますと、年々

増加傾向にございまして、当初課税の段

階の比較では、この５年間で１，３４７

名、率にしまして５．１％増加している
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という現状でございます。

　個人・法人別で見た場合、個人で１，

２９２名増加しておりまして、法人で５

５社の増と、圧倒的に個人が増加してい

るということから、こちらのほうの要因

としましては、やっぱり工場・倉庫など

の企業の跡地に一戸建て住宅ですとか分

譲マンション等が建設されていることが

主な要因であるという感じで見ておりま

す。

○野口博委員長　岩見課長。

○岩見納税課長　納税課に係りますご質

問４点について、お答えさせていただき

ます。

　まず、収入未済額の減少に関わりどの

ようなことがなされたかといったご質問

の趣旨であったかと思います。

　平成１８年度から大阪府の共同徴収が

始まりまして、大阪府から、当初は、１

年間のうち、３か月でございました。そ

の後、６か月ということで、大阪府のほ

うから出向をしていただいた職員の方々

と一緒になりまして、大阪府での徴収方

法、あるいは大阪府内の自治体の徴収方

法等を教えていただきながら、徴収ノウ

ハウの向上に努めてまいったところでご

ざいます。

　そういった中で、専門研修への職員派

遣や徴収難事案への解決など経験を踏み、

課員全員が一丸となって積極的にみずか

らの徴収ノウハウを向上させてきた結果

であると考えております。

　続きまして、不納欠損分についてのご

質問でございます。

　地方税法上、租税の徴収権は法定納期

限から５年間行使しないことによって、

時効により消滅すると規定されておりま

す。

　また、滞納処分の執行停止をしたもの

は、その停止が３年間継続したときには

消滅するということにもなってございま

す。

　不納欠損の処理につきましては、個々

詳細な調査を行い、資産・財産もなく、

生活状態が明らかに困窮であり徴収が困

難と認められた場合や、あるいは破産や

競売などにより法的手段の結果により徴

収が困難であるものは、執行停止をした

り、また海外出国者等につきましては、

法律により納税義務が消滅いたしますの

で、時効を迎えますと、それらのものは

損失として不納欠損に計上しなければな

らないというものでございます。

　なお、不納欠損の最終決定につきまし

ては、副市長決裁をもって処理をさせて

いただいておるところでございます。

　続きまして、インターネット公売への

流れといった内容のご質問かと思います。

　インターネット公売につきましては、

平成２０年度から実施をしており、ヤフー

ジャパンの官公庁インターネット公売を

利用して、差し押さえた物件について売

却をいたしております。

　インターネット公売の流れといたしま

しては、年８回のエントリーの機会がご

ざいますが、それに出品をして、参加申

し込みがございました参加者の中から入

札で行うものでございます。

　落札されました場合には、ヤフーから

落札者に通知が届き、また通知とは別に

本市から落札者に対して連絡をさせてい

ただいております。

　その後、落札者と納付方法、また受領

方法等を確認して、代金を指定の日まで

に納付をしていただいておるところでご

ざいます。

　決算概要の６２ページに記載いたして

おります手数料の支払いでございますが、

後日、ヤフーから手数料の請求書が送付

されてまいりますので、落札代金の３％
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及びそれに合った消費税を合わせてお支

払いをし、完了となります。

　なお、この手数料につきましては、滞

納処分費として落札額から差し引いて歳

入処理をいたしております。

　また、商品の送料、落札金の振込手数

料につきましては、全て落札者の方がお

支払いいただくこととなっています。

　実績といたしましては、平成２０年度

から３８点を出品して、絵画やバイク、

自動車など２６点が落札され、昨年、平

成２５年度につきましては、絵画１点を

出品し、１名の方でございますけれども、

応札がございまして、落札されている状

況でございます。

　続いて、この公売等の実績についての

事務報告書への記載についてというご質

問でございます。

　これまで公売物件の結果につきまして

は、特に事務報告書への記載はしてござ

いませんでした。

　今後、近隣自治体等の状況も見据え、

個人が特定されないよう、結果の掲載に

ついて見極めてまいりたいというように

考えております。

○野口博委員長　宮木室長。

○宮木工事検査室長　工事検査室に係り

ますご質問にご答弁申し上げます。

　８９番、工事検査基準についてですが、

本市におきましては、検査の適切な実施

を図るために、独自に摂津市工事検査実

施要綱及び摂津市請負工事の検査指針を

制定し、工事検査を行っております。

　工事検査に際しましては、公共工事の

品質確保の促進に関する法律なども尊重

しつつ、工事請負契約書、設計図書等に

基づき、上記の要綱や指針の定めのとお

り、工事の実施状況、出来形及び品質な

どについて適否の判定を行っているとこ

ろであります。

　次に、質問番号９０番、出来形検査の

基準についてですが、摂津市工事検査実

施要綱によりますと、出来形検査とは、

部分払いの請求があったとき、または契

約の解除による工事などの中止により確

認を必要とするときに行うと定義されて

おります。

　具体的には、請求のあった部分の設計

図書等のとおり工事が行われ、発注者が

要求している機能・性能が発揮できてい

るのかを確認・検査するものであります。

　次に、質問番号９１番、中間検査と臨

時検査の違いについてでありますけれど

も、摂津市工事検査実施要綱の定義では、

中間検査とは、工場などにおいて検査の

必要のあるとき、また臨時検査とは、施

工工程において特に検査を実施する必要

のあると認めるときと定義されているた

め、例えば配筋検査など、写真だけでは

確認が困難な場合の検査を臨時検査とし

て扱っているところでございます。

　９２番、工事発注件数ですけれども、

工事発注件数と工事検査件数とが整合し

ないというご質問ですが、工事発注件数

には、担当課長検査となる５００万円未

満の小規模修繕が含まれております。

　また、工事検査件数には、担当課で契

約を交わした工事や平成２４年度に契約

を交わし、その後、繰越手続をして、平

成２５年度に完成検査を行ったものもあ

ることから、件数が不整合となっておる

ものでございます。

　９３番、今の検査体制で維持できるの

かというお問いですけれども、現在の工

事検査室の執行体制は、土木職員１名と

建築嘱託員２名の３名体制でありますが、

うち１名の検査嘱託員の方が１０月末日

で退職されるため、１１月からは２名の

執行体制となります。

　本来、工事検査は「複数の目で見る」
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を原則としているため、建築工事の検査

は二人で行いますが、土木工事に関して

は、建築嘱託員の方に市職員と同じ立場

で検査に関わってもらうというわけにも

いかず、２名で検査を実施しているとは

言いがたい状況であります。

　そのため、人事課には、平成２７年度

に土木職の１名増員を要望しているとこ

ろでございます。

　同じく質問番号９３番、発注金額によっ

て検査体制が違うのかというお問いです。

　検査の執行体制が決まっているため、

発注金額による検査体制には違いはあり

ませんが、施工規模が大きくなりますと、

臨時検査の回数を増やし、また完成検査

時には提出書類も多くなるため、時間を

かけて検査をすることにしております。

○野口博委員長　山下局次長。

○山下選挙管理委員会・監査委員・公平・

固定資産評価審査委員会事務局次長　選

挙管理委員会に係りますご質問につきま

して、ご答弁申し上げます。

　質問番号９４番、昨年度実施されまし

た二つの選挙の世代別投票率についての

お問いでございます。

　まず、平成２５年７月２１日に執行さ

れました参議院議員通常選挙の世代別投

票率でございます。２０歳代は２８．５

２％、３０歳代は３７．６９％、４０歳

代は４２．４４％、５０歳代は５３．８

４％、６０歳代は６６．５０％、７０歳

以上は６４．８３％でありまして、全体

の投票率は４９．６１％でございました。

　同じく、２５年９月１５日に執行され

ました摂津市議会議員一般選挙の世代別

投票率でございますが、２０歳代は２１．

２１％、３０歳代は２７．６４％、４０

歳代は３４．９４％、５０歳代は４３．

９９％、６０歳代は５９．３９％、７０

歳以上は６２．７３％でありまして、全

体の投票率は４２．６１％でございまし

た。

　続きまして、期日前投票の今後の取り

組みについてでございますが、ご承知の

とおり、現在は市役所本館１階ロビーに

て期日前投票所を開設しております。

　平成１６年の開設時の投票者数は１，

２４０人でしたが、昨年の市議会議員選

挙におきましては、５，５１１人という

ことで、増加傾向にございます。

　この傾向は、北摂近隣市におきまして

も同様でございまして、豊中市や箕面市

などでは、臨時期日前投票所も開設して

おります。

　ゆえに、本市におきましても、投票率

の維持向上を目的に、臨時期日前投票所

の開設を検討しておりまして、今回の投

票所統合に伴いまして、安威川以南地域

に臨時期日前投票所を開設する予定でご

ざいます。

　続きまして、質問番号９５番、第１投

票所でございます千里丘小学校体育館前

の運動場補修についてでございます。

　投票当日は、あいにくの雨天でござい

まして、通路とグラウンドにコンパネを

敷きまして対処しておりましたが、さら

に台風による大雨がひどくなりまして、

投票所に来場されました方の車両により

まして、運動場入り口通路から体育館東

側のグラウンドが相当荒れた状態となっ

てしまいましたので、原状復旧のために、

土入れですとか、転圧等の補修を行った

次第でございます。

　なお、投票所になっている他の小中学

校におきましては、特段復旧を要するよ

うな状況は発生いたしませんでした。

○野口博委員長　暫時休憩します。

（午後３時　１分　休憩）

（午後３時２７分　再開）

○野口博委員長　再開します。
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　答弁を求めます。

　納家課長。

○納家予防課長　予防課に係ります４点

について、お答えいたします。

　まず１点目、防火対象物査察のポイン

トと重点的な指導傾向についてお答えい

たします。

　防火対象物査察のポイントといたしま

しては、消防用設備の維持管理及び災害

時での人命の最優先を考えまして、避難

経路の維持管理を重点的に査察を実施し

ております。特に不特定多数の人が収容

される特定防火対象物であっては、バッ

クヤード等の避難経路を重点的に指導し

ております。

　次に２点目、指導改善要求後の確認、

検証についてお答えいたします。

　査察して指導することで改善された場

合は、消防用設備等の改修は消防法で届

け出が必要であるため届け出書で確認し

まして、避難経路の不備などの場合は写

真提出を指示し、写真にて確認しており

ます。また改善が実施されていない場合

は、粘り強く指導し改善していただいて

おります。また改善されない場合は、消

防法第１７条の４に基づき行政処分であ

る命令を発令し、改修していただいてお

ります。

　３点目、危険物製造所等の査察のポイ

ント等と減少の理由についてお答えいた

します。

　危険物製造所等の査察のポイントとい

たしましては、危険物施設の清掃状況、

保安監督者及び危険物取扱者への保安指

導、日常点検や定期点検の実施状況の確

認などを実施しております。

　危険物許可施設等の減少につきまして

は、平成１６年度から平成２５年度まで

連続して減少しておりまして、平成２５

年度では２９３施設となっております。

　原因としましては、例に挙げますと過

去に二十数件ありました営業用の給油取

扱所、いわゆるガソリンスタンドが現在

では１２件と大きく減少しております。

それが推測の範囲ではありますが、経済

の低迷化や老朽した施設の更新など設備

投資の問題などで廃止に至っていると思

われます。

　４点目、保安事務事業の査察件数と許

可施設数及び決算額の減少についてお答

えいたします。

　まず査察件数と許可施設の減少につき

ましては、平成２４年度に大阪府から移

譲を受けまして、大阪府では査察を実施

できていない事業も多数ありましたので、

まず施設の現状把握を含めました査察を

実施しておりまして、大阪府からいただ

いた資料、台帳では約１９０施設ありま

した。その中で存在しない事業所があり

まして、電話連絡、現地確認等を行いま

して抹消し、作業を２年かけて実施して

きました。その結果、１年目で１５５施

設、２年目で１４４施設と減少しており

ます。

　決算額の大幅な減少につきましては、

平成２４年度の移譲当初、大阪府から引

き継ぎ文書ではありますが、台帳や申請

書など文書が段ボールで約１１０箱にも

及びまして、庁舎の一室を書庫にするた

めに改修費と保安三法で使用する備品購

入費、また図書購入費などで新規に購入

したものがあるためが理由となっており

ます。

○野口博委員長　幸田参事。

○幸田警備課参事　警備課のうち指令通

信事業に関する１００番、１０１番、１

０２番のご質問についてお答えいたしま

す。

　１点目の緊急性の低い１１９番通報に

ついてでございますが、１１９番通報の
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中で緊急性の低いもののうち特に多くを

占めますのが病院照会などの各種問い合

わせでございます。このような通報によっ

て１１９番回線での通話を極力避けるた

めに、一般回線であります本市消防の代

表電話の番号をご案内いたしまして、そ

ちらのほうで病院照会を極力いたすよう

にご案内を申し上げております。

　また、このような１１９番通報を事前

に回避するための対策といたしましては、

各種医療相談の窓口であります救急安心

センターおおさか、＃７１１９を広く周

知、利用していただくための広報活動、

各種防災・消防・救急訓練等で１１９番

の正しい利用方法の説明等のさまざまな

啓発活動を実施いたしております。

　続きまして、１０１番目の携帯電話や

スマートフォンからの通報及び非常時に

対応できるのかということのお問いに関

しましてですが、現在、携帯電話、スマー

トフォンからの１１９番通報はかなり増

加しております。その中で本市の指令シ

ステムの現状といたしましては、簡易型

の発信地情報表示システムというのを導

入いたしておりまして、発信している通

報場所をある程度の範囲、特定可能な機

能を有しております。

　また、非常事態での災害時における１

１９番の対応でございますが、現有シス

テムで十分対応可能な機能を有しており

ますけれども、人員面での課題等、非常

時には出てくる可能性がございます。そ

の場合には平日の時間内であれば毎日勤

務者の応援等を行い、また夜間・休日の

時間外であれば非番員の招集等を行って

通信指令員の増員をして対応してまいる

ということであります。

　１０２番目の消防指令センターの平成

２５年度における進捗状況についてにお

答えいたします。平成２５年度におきま

しては、吹田市・摂津市消防指令業務共

同運用の検討委員会において、先進都市

への視察調査、情報収集、各種の会議を

開催いたしまして、共同で運用する消防

指令センターに係ります整備経費、費用

負担、運用体制等について検討をいたし

ました。また、吹田市・摂津市消防通信

指令事務協議会規約を議会のほうで提案

させていただき、ご承認いただきまして、

そして吹田市・摂津市両市長の立ち会い

の下、協議書の調印式がとり行われ、今

年の２月１日から吹田市・摂津市消防通

信指令事務協議会を発足いたしておりま

す。この中で、予算を初め現在の状況等

が報告されたところでございます。

○野口博委員長　橋本課長。

○橋本警備課長　警備課に係ります２点

のご質問にお答えします。

　まず質問番号１０３番、緊急消防援助

隊についてでございますが、大阪府の近

隣の府県における大規模な地震災害や大

津波警報発表、火山の噴火の災害が発災

すれば、速やかに出動し、また国内にお

ける地震、台風、水火災の災害に対して

も、必要と判断された場合に登録部隊を

出動させることとなっております。

　また、より迅速に確実に出動し、より

効果的な活動が可能な消防体制を構築す

ることを目的といたしまして、現在もあ

らゆる災害を想定した各種訓練に参加し、

さらにスキルアップを目指しているとこ

ろでございます。

　その中で２５年度におきまして、緊急

消防援助隊が出動する災害事案がござい

ませんでしたので、需用費の中から消耗

品費につきましては今後の活動のための

装備品購入で予算執行したものの、災害

応援活動事業の約半分を占めます緊急消

防援助隊の出動に必要となる燃料費、食

糧費は予算執行がなかったため、災害応
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援活動事業全体といたしましては、委員

ご指摘のとおり執行率は５０．２％と低

いものとなったものでございます。

　質問番号１０６番、消防水利が摂津市

域全域に充足しているのかというお問い

についてお答えします。消防水利の設置

基準によりますと、消火栓のみ、また防

火水槽のみでは本市は一部消防水利の不

足しているエリアがございます。しかし、

消火栓、防火水槽、それにその他の水利

でありますプール、池、水槽、河川、こ

れを重ね合わせますと、ほぼ全域がカバー

できている状態でございます。

　今後も大災害に対応できる消防水利を

充足するために、公有施設の設置、イン

フラ整備に伴う設置等の機会におきまし

て、消防水利の充実を図っていきたいと

考えております。

○野口博委員長　萩原課長。

○萩原警防第２課長　消防署所管分、質

問１０４番、１０５番、１０７番につい

てお答えいたします。

　１０４番、普通救命講習及び防火防災

訓練などに新しいメニューを採用しては

とのご質問ですが、普通救命講習につき

ましては３時間の講習時間でＡＥＤを使

用した心肺蘇生法を中心に最新の方法に

よる応急手当講習を行っております。防

火防災訓練につきましては、通報、避難、

消火、煙体験ハウス等を行っております。

消防署といたしましては、現在の防火防

災訓練を数多くの方に体験していただき、

熟知していただくことが重要と考えてお

りますが、訓練申し込み時に要望をお聞

きし、要望に即した訓練を実施してまい

りたいと考えております。

　１０５番、火災減少、警戒出動の基準

及び消防団一斉メールについてのご質問

でございますが、平成２５年度の火災件

数減少につきましては、幸い火災に至ら

なかったものは警戒出動件数として取り

扱っております。連続放火等がなかった

ためと考えます。また、火災啓発活動と

して本署３出張所が夜間巡回を行ってお

りますことも要因と考えられます。また、

先日台風１９号の消防団警戒出動メール

につきましては、消防団長が特に消防団

の事前警戒が必要と判断され、配信され

たものであります。消防団一斉メールに

つきましては、１１９番通報時に指令員

が火災と判断し、サイレン及び警鐘を吹

鳴して出動した場合に配信しております。

また、消防団の出動が必要であれば、出

動メールを配信いたします。

　１０７番、消防ポンプ車両資機材整備

事業において、修理件数が年々増してい

る理由についてお答えいたします。修理

につきましては、車両資機材の経年劣化

に対する修繕でございます。特に救急車

は使用頻度が高く、修理、メンテナンス

が多くなっていると考えられます。災害

の第一線で活躍する消防車両や資機材に

おきましては、常に万全の状態を維持し

ておかなければなりません。今後もでき

るだけ長く活用し、延命が図られるよう

メンテナンスを怠ることのないように努

めてまいります。

　消防車両資機材整備事業の決算の変動

につきましてのご質問にお答えします。

２３年度は経常経費のみで、車両の更新

はございませんでした。２４年度は消防

ポンプ自動車ＣＤ－１型が１台、水槽付

消防ポンプ自動車が１台、高規格自動車

が１台の更新を行いました。２５年度は

消防貨物自動車の更新を行いました。決

算額が変動した大きな理由については以

上でございます。

○野口博委員長　明原部参事。

○明原消防本部参事　消防本部総務課に

係ります２点のご質問にご答弁させてい
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ただきたいと思います。

　まず、決算概要１３２ページの消防団

活動管理事業の決算額の推移についてご

答弁を申し上げます。

　ご指摘いただきましたように平成２３、

２４、２５年度と決算額は減少しており

ます。通常、変動する要素が大きいもの

としては、科目で申し上げますと、消防

団の退職報償金と消防施設整備費補助金

でございます。

　平成２５年度決算額からの比較をいた

しますと、２４年度は消防団の退職者数

が多かったということで、決算額は大き

なものとなりました。

　２３年との比較ということですが、こ

れは先ほどの理由とは少し違いまして、

消防団員等公務災害補償等共済基金の負

担金の金額が膨らんだという要因でござ

います。これは平成２３年３月１１日に

発生しました東日本大震災で多くの消防

団員がお亡くなりになったり、けがをさ

れた、確か２５３名か２５４名の方が亡

くなったと思いますけども、それで基金

のほうで補償費が不足したという状況が

発生したようです。それで基金側の応急

的な措置としまして全国の自治体に追加

で負担金を徴収したということで、２３

年度に追加でお払いしたという事情がご

ざいます。金額で言いましたら結構大き

くて、本市分９３４万８，０００円です。

これを追加で出して、全国の団員に補償

したという内容になってございます。

　２点目の決算概要の１２８ページ、消

防職員教育訓練派遣事業に係る訓練につ

いてのご質問にお答えいたします。

　本市ならではの訓練ということでのご

質問だったと思いますけれども、本市な

らではということでは遠距離大量送水訓

練と、ボート訓練が挙げられると思いま

す。本市は豊かな川が流れておりまして、

その豊かな自然水利を生かしまして、通

常とは違う極太のホースを長距離延長し

まして、数キロ先まで延長できるんです

けれども、その遠距離大量送水システム

の訓練を行っております。また、河川で

の水難事故ですとか水害の際の内水氾濫

に対応いたしますために救命ボートがい

つでも出動できますように、日々点検訓

練を行っているところでございます。

○野口博委員長　答弁が終わりました。

　中川委員。

○中川嘉彦委員　１回目の質問、真摯に

お答えいただきましてありがとうござい

ます。

　気になったところを２回目、質問させ

ていただきたいと思います。順番は少し

ばらばらになりますけれども、ご容赦く

ださい。

　まず、財政のほうなんですけれども、

記事に載ってたので読ませていただきま

すけれども、歳入と歳出全般に関してな

んですが、茨木市が発行している広報い

ばらき１０月号の中で、平成２５年度近

隣市、茨木市、箕面市、高槻市、吹田市、

池田市、豊中市、そして摂津市との比較

が掲載されていました。市税収入等経常

一般財源の一人当たりの額、平成２５年

度普通会計決算で、摂津市は２３万４，

０００円で一番多く、一番少なかったの

は茨木市で１８万４，０００円でした。

それと義務的経費の市民一人当たりの額、

平成２５年度普通会計決算で、摂津市は

これも一番高く２０万３，０００円でし

た。内訳は人件費が６万４，０００円、

扶助費が１０万１，０００円、公債費が

３万８，０００円です。一番低かったの

は茨木市で１４万８，０００円、内訳が

人件費４万５，０００円、扶助費８万５，

０００円、公債費１万８，０００円となっ

ています。
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　一概に比較はできませんが、茨木市の

人口は２７万８，０００人です。これを

見ると摂津市は市民一人当たりの市税収

入が多いが義務的経費も多く、財政的な

余裕が余りなく、窮屈な状況になってい

るんではないかなと客観的に思います。

このデータの評価及び認識をお教えいた

だきたいと思います。

　次に、先ほどご答弁いただきました政

策推進課のコミュニティセンターのタウ

ンミーティングがどういうメンバーで運

営されているかというお答えの中で、自

由にメンバーを選んでいるというふうな

ご答弁だったと思うんですけれども、そ

の自由という中でも本当に別府の人たち

がそのメンバーの中にどれぐらいいるの

かわからない中で本当に別府の民意が反

映されているのかなということをもう一

度確認の意味で、どういうメンバー、ど

ういう住民の構成で選ばれたのか、お教

えください。

　それと広報板なんですけれども、先ほ

ど平成１４年度以降新設はしていないと、

もう充実しているというご答弁だったと

思うんですけれども、そういうふうな基

準みたいなものがないというふうにおっ

しゃるんですけど、私何か素人からする

と、掲示板から半径何メートルに大体１

か所、そうすると大体市民が満遍なくい

くとか、人口割何人に１基が必要かと、

そういうのを設置したらいいんではない

かなというふうに思いますんで、それは

要望しておきたいと思います。

　次に、主要基金の考え方なんですけれ

ども、市債が平成２５年度約２７億円発

行されています。私がびっくりするのは、

額もそうですが、償還利子が約４億３，

７００万円ぐらい、市税の約２４．７％

に相当します。単純に私は無駄なように

感じます。借りているものはもちろん早

くきっちり返すのが鉄則だと思います。

貯蓄があるなら全部が全部とは言いませ

んが、高利回りのものから返済しておい

たほうがいいのは当たり前だと思います。

一般家庭で考えると、住宅ローンを抱え

てて臨時収入でまとまったお金が入ると、

元金から減らして借りかえますよね。単

純なことかもしれませんが、どうしたら

いいかはもうちょっと具体的に検討して

いただきたいと思いますけれども、この

市債というか償還利子、無駄なものを、

無駄なものという言い方もおかしいんで

すけれども、それを少しでも抑える方策

を検討していただけるよう強く要望して

おきたいと思います。

　次に、要望なんですけれども、歳出決

算額目的別構成比ですが、総括的な予算

配分の考え方として聞いていただきたい

のですが、私はこの中で教育費に注目し

ています。審査については所管外ですが、

全体像として一言言わせていただければ

と思います。

　平成２３年度約３５億７，０００万円、

１０．７％、平成２４年度２９億２，６

００万円、約９．２％、平成２５年度３

６億７，６００万円、１１．３％となっ

ています。教育費は現世代または将来日

本国を背負っていかなければならない子

どもたちのものです。

　２００１年に内閣総理大臣だった小泉

純一郎が所信表明演説で米百俵の精神を

引用されました。幕末から明治初期にか

けて活躍した長岡藩の小林虎三郎による

教育にまつわる故事です。百俵の米を食

えばたちまちなくなるが、教育に充てれ

ば、あすの一万、百万俵となる。現状は

苦しく辛抱耐えてでも、未来に向けての

投資、子どもたちを教育することによっ

て、将来、夢や希望が出てくるとの話で

す。余り話を深くすると分野が違ってく
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るかもしれませんが、私は教育費につい

て、方向性として重点的にわずかでもお

金を増やしていくべきだと考えています。

日本の教育こそがグローバル化の中で世

界と戦っていける唯一の武器、アイテム

だと考えます。

　また、平成２７年度予算編成方針で、

地域・子どもに重点を置くことになって

います。まさにこのことだと考えます。

未来の子どもたちのために先行投資する。

ぜひ要望しておきたいと思います。

　次に、秘書課なんですけれども、先ほ

ど全国市長会とか近畿市長会、いろんな

負担金のお話をいただきました。１点、

大阪府市長会で八尾空港のオスプレイか

何かのお話が出たんですけれど、もう少

しこれ全体でどういうふうな広域連携が

行われているのか、そういう議題に何が

どういうふうに上がっているのか、もう

少し詳細に、どういう方向で今摂津市は

かじ取りをしているのか、そういうふう

なニュアンスのことをもうちょっと詳し

く教えていただければと思います。

　次に、ホームページ事業なんですけれ

ども、ホームページの広告料が広報紙よ

り少ないのには、私びっくりしました。

インターネットやスマートフォンなど通

信インフラの整備が浸透していますので、

もっとアクセスを増やす努力をすると広

告料もとれると考えます。平成２５年度

４２４万３，４５７円ですが、全て広告

収入で賄うことも可能ではないでしょう

か。ホームページの意義は、行政の情報

を正確に早く多くの市民の方に伝えるこ

とは大前提で大事ですが、おもしろいな、

楽しいなというわくわく感も必要ではな

いでしょうか。そのような動画を駆使し

たアミューズメント系を加えるようなこ

となど柔軟に対応することはお考えでは

ないでしょうか。お教え願います。

　また、ホームページの更新頻度やホー

ムページの総コンテンツ数ですか、それ

もお教えいただければと思います。そし

てできるかできないかはわかりませんが、

ホームページ事業はせっかく保守委託料

として民間業者に請け負っていただいて

いるんですから、一括外注のように広告

収入の管理もしていただいて、インセン

ティブのそういうふうな契約でもできな

いのかなということを要望しておきます。

　次に、インターネットのアクセス数で

すが、先ほどご答弁で１日、摂津市は７

０万件というような、事務報告書よりも

少し３０万件ぐらい多いんですかね、と

いうような答弁をいただき、ありがとう

ございました。

　ただちょっとインターネットのアクセ

ス数を１か月、近隣市の状況を調べたん

ですが、茨木市１１２万件、高槻市２４

２万件、吹田市１６９万件、一概に言え

ませんが、他市と比較しても、まだ検討

の余地はあるんではないかなと思ってお

ります。ちなみに人口割すると一人当た

り、茨木市では一人４回アクセスしてま

す。クリックですか。高槻市が６．８回、

吹田市が４．７回、摂津市は５．５回で

す。ホームページのアクセスはどのよう

に、どのような点で打ち合わせしてるの

かわかりませんけれども、そういうとこ

ろを重視してホームページのアクセスを

増やしていっていただいて、一番重要な

ことは、このホームページをアクセスし

てもらうということで摂津市の魅力をど

うやって市民の方々に伝わるかというこ

とは一番大事なことですので、それを重

点に置きながら、アクセスを増やしてい

ただけるよう要望しておきます。

　あと人事課です。今、係長試験という

のは大体どれぐらいの方がその試験の受

験資格があるのか。中心に言えば例えば
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３０代の方々が積極的に受験されている

のか。その辺を教えていただきたいなと

思います。

　次に、電子自治体です。大阪電子自治

体推進協議会に摂津市も参加していると

思います。大阪府と大阪府内全市町村が

共同して情報システム及び情報ネットワー

クを整備・運営するとともに、これらの

調査、研究を通して電子自治体の実現な

ど推進するとなっています。具体的には

ＬＧＷＡＮ府域ネットワーク整備運営電

子自治体関連の調査、研究となっていま

すが、具体的にどういうふうな運用状況

なのか、平成２５年度含めてお教えいた

だけますでしょうか。

　そして最終的には、電子自治体の意義

はコンピューターやネットワーク、情報

通信技術、ＩＴを行政のあらゆる分野に

活用して、市民の方々や企業の事務負担

の軽減や利便性の向上、行政事務の簡素

化、合理化などを図り、効率的、効果的

な自治体を実現しようとするものです。

セキュリティーの問題、個人情報の取り

扱いなど課題は多くあると思いますが、

実現に向けて積極的に取り組んでいただ

きたいと思います。

　あと、選挙管理委員会ですけれども、

先ほど年代別に投票者数をお聞きしまし

たけれども、やはり全体的に若い人より

も高齢者の方が投票率が高いというのは

新聞等ニュースで出てる周知のとおりだ

と思います。ですので、どうして若い方々

に投票所に行ってもらうか、いろいろ方

策はあると思いますけれども、夢物語で

いろいろあると思いますけど、携帯、ス

マートフォンを使うとか、他市で投票で

きるとか、いろんな方法があると思いま

す。もっと言えば違う投票所で投票でき

るとか、コンビニ投票だとか、そういう

ものを公職選挙法とかいろいろ絡みはあ

るかもしれませんけれども、具体的に電

子自治体、そういうふうにネットワーク

のインフラが整備されつつある中で、そ

の辺はもうちょっと検討していただきた

いなということを要望しておきたいと思

います。

　あと、通信運搬費。文書処理に要する

に郵便とかなんですけれども、今、庁舎

内は先ほどゆうパックとか、いろいろ検

討しているということはありますけれど

も、今郵便物を配達するのは日本郵便株

式会社１社でやっていると思います。そ

の日本郵便だけでなく、今、猫のマーク

とか飛脚だとか、いろんなそういうふう

な業者がある中で、今までの信頼とか実

績ということで日本郵便を使われるのは

いたし方がないとは思うんですけれども、

書類の中でも例えばお金に関わる通知書、

納付書、そういう大事なお金関係とお知

らせ関係、いついつイベントがあると、

そういうものを分けて、お金関係のもの

は百歩譲って日本郵政でも仕方ないと。

お知らせとか簡易なものはなるべく入札

をして、競争原理を働かせて、違う民間

業者にする、そういうことによってたし

か１割減らしても３００万円ぐらい浮い

てくるはずです。３００万円ぐらいあっ

たら何ができるとかといったら、先ほど

の広報板を新しいものに全部取り替えて

もできるんではないかな、自分の勝手な

臆測ですけれど、そういうところに充当

するのも一つの手だてではないかなと思

いますんで、郵便を各部どれぐらい扱っ

てて、どうなっているのか。日本郵便以

外のところで民間業者に出すお考えがあ

るのか、お聞かせいただきたいと思いま

す。

○野口博委員長　石原課長。

○石原財政課長　財政に係りますご質問

にご答弁申し上げます。
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　一人当たりの経常一般財源と義務的経

費についての他市比較等における評価と

認識についてでございます。

　多少、データのほうが古くなるんです

けども、平成２４年度決算におけます住

民一人当たりの額というものが大阪府か

ら市町村何でもランキングということで

出ております。それを見ますと、経常一

般財源でいきますと、摂津市は府内４１

団体のうち６番目に高い数字となってお

ります。経常経費、義務的経費にいきま

すと人件費では府内で１３番目、扶助費

では９番目、特に扶助費の単独扶助につ

きましては一番高い数字となっておりま

す。公債費につきましては１５番目となっ

ておりまして、義務的経費全体につきま

しては９番目となっております。

　これらのことから、経常的な経常一般

財源については本市にはかなり安定的に

高い水準で入ってきているものだとは感

じますが、先ほどからもありますように、

本市は景気によってかなり左右されると

ころもございますことから、義務的経費

全体につきまして今府内で上位のほうに

占めているということは、やはり財政状

況がかなり脆弱化しているといいますか、

そういう状態にあるというふうに読み取

れるのではないかなと思っておりますの

で、今後、より一層財政運営について規

律ある財政運営に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

○野口博委員長　谷内田課長。

○谷内田政策推進課長　別府のコミュニ

ティセンター構想事業の会合の別府の方

の出席状況についてお答えいたします。

　各会合で出席者名簿等を作成しており

ませんでしたので、正確な数字といいま

すか、別府の方が何人来られててという

ふうな数字のところはちょっと不明なん

ですけれども、それぞれの会合の様子、

それからご参加いただいた方の顔ぶれ等、

今思い起こしますと、ほとんどの方が別

府の自治会、周辺自治会の方だったのか

なというふうな印象は持っております。

また、委員もおっしゃっていただいてい

ましたように別府の地域の方のご意見を

集約するということがかなり重要になっ

てくるというふうにも考えておりました

ので、別府小学校区の自治会の方には自

治会長を通じましてその会合の様子を記

したニュースレターの配布、それから次

回会合の開催通知、そういったものを会

員の皆様に回覧いただきまして、会合の

周知を図り、また会長のほうも各会員の

方から意見をお伺いいただいた上で会合

にも出席いただいたところでございます。

○野口博委員長　池上課長。

○池上秘書課長　大阪府市長会での取り

組みについてご説明させていただきます。

　先ほど、オスプレイというものを一例

で出しましたけれども、市長会につきま

しては先ほども申し上げましたように、

国・府の施策並びに予算に関する要望や、

あと各種調査、研究等を行われておりま

す。その中で、大阪府も府の施策の説明

等を市長会の会議の中で報告されたりと

いうことで、府と市が連携して大阪府全

体のために施策を進めていくというよう

な連携した取り組みが今なされていると

いうことです。

　先ほど、オスプレイの問題を言いまし

たけれども、これに関しましては府の施

策に対してどうのこうのということでは

なく、今言いましたように何かあるとき

には大阪府から府内市町村に関係するこ

とについてはある一定の説明を受けなが

らともに進めてきたという中で、この問

題に関しては突如知事の口から出てきた

というようなことだったと思います。そ

れに対して市長会として協議されて大阪
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府にきちっと連携してやっていこうとい

う申し入れをされたということでござい

ます。そのほかも府と市町村が、いろい

ろ協力してやっていくというのが基本的

な姿勢、スタンスだというふうに思って

おります。

○野口博委員長　荒井参事。

○荒井秘書課参事　ホームページのご質

問にお答えいたします。

　現在使用しているホームページはコン

テンツマネジメントシステム、いわゆる

ＣＭＳと呼ばれるもので、初心者でもホー

ムページを簡単に制作できる反面、例外

的なページをつくることが難しいという

ものでございます。

　動画等新たなツールをさまざま追加し

ていくためには予算も発生してまいりま

す。どのようなものを使い、魅力を発信

していくかを考えるとともに、最新のホー

ムページシステムを研究してまいりたい

と考えております。

　なお、総コンテンツ数でございますが、

これまでデータをとっておりませんでし

た。システム的に可能かどうかを今後調

査してまいりたいと思います。

○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　２回目の質問にご答弁

させていただく前に、１回目のご質問の

中で私の答弁が不十分な部分がございま

すので、補足的に答弁をさせていただき

たいと思います。

　時間外勤務手当の答弁でございますけ

れども、時間外勤務時間数が少なければ

よいというものではなく適切にというこ

との答弁をさせていただいたんですけれ

ども、時間外勤務というものはあくまで

もルーチン業務には対象としておりませ

んので、当該年度における臨時的、突発

的な業務にかかる時間外勤務時間数につ

いて適切に精査をさせていただいてとい

う趣旨でございますので、補足答弁とさ

せていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。

　それでは２回目のご質問ですけども、

係長試験についてでございます。係長試

験を受験するための要件というものが、

係長の一つ前の職位で副主査というのが

ございます。副主査級に２年以上という

ことが条件になっておりまして、おおむ

ね年齢で言いますと３０歳程度というこ

とで言えます。先ほど受験者と合格者の

数を答弁させていただいたんですけれど

も、２４年で受験者１５人に対して対象

者が４６人、２５年ですと受験者が２０

人に対して対象者が５６名、両方とも３

３％、３６％ということで、おおむね新

たに資格を得られた方については、ほぼ

受験をしていただいているように思うん

ですけれども、やはり年齢のところがい

ろいろ対象者の方にはおられますので、

そこのところの細かい分析は今資料とし

て持ってないんですけれども、そういっ

たことがございますので、できるだけ受

験をしていただくように啓発等もしてい

きますけれども、最終的にはやはりその

職員本人のやる気の部分であるかなとい

うふうには思っております。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　２回目の質問にお

答えさせていただきます。

　大阪電子自治体推進協議会は、国のｅ

－ｊａｐａｎ戦略を実現するために、平

成１４年４月に府下全市町村が参加して

設立されました。協議会の主な事業とい

たしましては、電子申請等のシステムを

共同開発することで、各自治体の負担軽

減を図ることを目的としております。

　一方、ＬＧＷＡＮは電子政府、電子自

治体の基盤となる行政専用のネットワー

クで、地方自治体間のコミュニケーショ
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ンの円滑化や情報共有、行政事務の効率

化、アプリケーションの共同利用などに

よる重複投資の抑制などを目指し、平成

１３年に創設されました。昨今では戸籍

の副本管理システムや登記オンラインシ

ステムなど業務に利用されることが多く

なっております。

　また、府省間ネットワークである霞が

関ＷＡＮとの相互接続による国の機関と

の情報交換等にも利用され、非常に必要

性の高いものとなっております。

○野口博委員長　松方課長。

○松方総務課長　２回目のご質問につい

てお答えいたします。

　郵便局でなくとも、実績、信頼があれ

ばいわゆる宅配便を利用するということ

はどうなのかということだと思いますが、

これは埼玉県で２０１１年３月に、埼玉

県庁が、いわゆる宅配便のメール便を使

いまして、その部分について郵便法違反

で書類送検されたという事件が起きてお

ります。これについては郵便法の規定で

は荷主の責任も問われるために、発注し

た県庁職員についても警察において事情

聴取されたと。最終的には起訴猶予で終

わったということですけれども、あくま

でも郵便法については信書性ということ

がうたわれております。

　では、信書性とはどういうことかとい

うと、特定の受取人に対して差出人の意

思を表示し、または事実を通知する文書

をいうと定義されております。これは郵

便法の第４条第２項でございます。信書

とはどういうものなのかといいますと、

書状、請求書、申込書、契約書、回答書、

またレセプト、それから会議の招集案内、

式典の案内、それから許可証、免許証、

認定証、表彰状、印鑑証明書、戸籍謄本、

ほぼ市役所、市として業務する内容がほ

ぼここに含まれておりまして、それでは

信書性でないものは何かといいますと、

一般にいわれる書籍、新聞、カタログ、

小切手、プリペイドカード、乗車券、そ

ういうものが信書性でないということに

なっております。

　いわゆる一番先頭を切って民間でやっ

ているのはヤマト運輸というところでご

ざいますけども、そこが総務省について

は抗議をし、総務大臣の諮問機関であり

ます情報通信審議会で意見答弁をされて

おって、その経緯がまだ結果が出てない

状況でございまして、私どもとしてもや

はりこういう事例がありますので、今の

現時点では郵便局を使っていきたいとい

うふうに考えております。

　それと各部署ごとの内訳ということで

ございますが、私どものほうでは郵便を

１００通以上にまとめて出す差出表とい

うものと、機械がありまして料金計器と

いいまして、重さを自動的にはかって金

額を出すという料金計器のもの、それか

ら受取人払いという、こういう種別では

集計を出しておるんですけども、何分個々

の数字について日々の計算で積み上げと

いう集計は出しておりませんので、申し

わけありません。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　ありがとうございまし

た。

　係長試験の件です。３０代前半の受験

資格のある方が先ほどの答弁、数字は具

体的に聞き取りにくかったんですけれど

も、多分全員が全員、１０人受験資格が

あったら１０人受験していないと思うん

ですけれども、やはりこれから摂津市、

人材が宝だと、本当に人は財産だという

ふうに言ってる中で、やはり若い３０代

そういうふうな係長を目指すような方が

実際もう「自分が、自分が」というふう

にモチベーションを上げて、こうやって
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係長になるんだ、そうやって摂津市を変

えていくんだというような気概がないと

やはりこの摂津市、今本当に財政状況が

厳しい中でやっていけないと思うんです

よ。ですので、中堅世代の若い世代、一

番最初にくる試験が係長試験かどうか、

私わからないですけれど、係長試験にみ

んながみんな、ぜひ我こそが早く試験に

受かる、こういうふうなモチベーション

を上げて、受験率を上げてもらうように、

そういうふうな環境づくりをやっていた

だきたいなと思います。

　あと郵便のお話ですけれども、今、ク

ロネコは何とかの諮問機関で結果が出て

ないとかというお話をいただきました。

ただ、今摂津市の状況を考えると、こう

いうふうに待っている、削れるものがあ

るんであれば、民間に出せば安くできる

んであれば、何とか法で、信書とかいろ

いろ扱いはあるかもわからないですけど

も、今は背に腹はかえられないんではな

いかなと。

　今摂津市の状況は、たしか標準財政規

模が１８０億円ぐらいの中で中期財政計

画の平成３２年度にはマイナス３６億円、

今預金が６０億ぐらい、貯金というんで

すか、ある中で、先に６年かそこらいく

と６０億円の貯金がマイナス３６億円ぐ

らいにたしかなるはずだと思うんです。

そんな状況、その３６億円というのは標

準財政規模が１８０億円で、約２割、３

６億円以上といったら赤字再建団体にな

るようなそういうふうな指数の数字だと

思います。だからそういうふうになって

れば本当に摂津市も夕張みたいに実際に

なるんではないかということを危惧して

る中で、本当にできること、人件費とか

は今まで皆さんいろいろご努力していた

だいていると思います。だからいろんな

分野で考えると、郵便についてこういう

ふうな民間を活用したら安くなるんだと

いうことがあれば、それを活用していく

のが一番ベターなんではないかなと私は

思います。

　例えば夕張みたいに、財政再生団体に

なると、自分が調べた中では、市の職員

が約４割になって、議員の数も半分、学

校も中・高で７か所ぐらいあったのが１

校になって、出先の支所みたいなものも

全部廃止されたというふうに聞いていま

す。そういうふうにもうすごいことなん

です。だからこそ、とにかくやれること、

やれる部分、できることであれば、それ

を本当に検討していただきたいというこ

とを強く強く要望しておきます。いろい

ろばたばたして段取り悪かったですけれ

ども、これで終わります。ありがとうご

ざいました。

○野口博委員長　中川委員の質問が終わ

りました。

　暫時休憩します。

（午後４時２０分　休憩）

（午後４時２１分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　本日の委員会はこの程度にとどめ、散

会します。

（午後４時２２分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 野 口 　 博

総務常任委員  三 好 義 治
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